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序     文 
 

タイ王国においては、2001年に高齢者人口（65歳以上人口）が7％に達し、国連の定義による“高

齢化社会”に突入しました。また、高齢化のスピードを示す指標である高齢化率が7％から14％に

いたるまでの期間（倍加年数）をみると、タイ王国は中位推計で22年で、日本の24年よりも速い

スピードで高齢化が進行することが予想されています。タイ王国政府は、このように急速に進む

高齢化を同国の社会経済の発展に重大な影響を及ぼす課題としてとらえ、同様に急速な高齢化を

経験した日本政府に対し、タイ王国の高齢化問題の解決支援を目的とした技術協力プロジェクト

の実施を要請しました。その後、本格的な協力に先立ち、独立行政法人国際協力機構は、2007年6

月に事前評価調査団を派遣し、プロジェクトの基本的枠組みについて合意を行いました。そして

その基本的枠組みに基づき、本プロジェクトは2007年11月より4年間の期間で開始されました。 

本プロジェクトにおいては、タイ王国内の4つの特色ある地域を対象地域として選定し、それぞ

れのコミュニティ〔具体的にはタンボン（行政区）レベル〕における保健医療及び福祉の関係者、

更にはボランティアや高齢者自身などを巻き込んだ形での活動を展開しています。最終的には、

コミュニティが支える高齢者のよりよい暮らしのモデル構築をめざしています。 

このたび、プロジェクトの開始から2年弱がたち、4年間の活動の中間地点に達しているため、

プロジェクト活動の進捗状況の把握と現時点での成果の発現状況の評価を行い、また残る協力期

間の活動方針について関係者と合意を形成することを目的として、中間レビュー調査を実施しま

した。 

本調査報告書は、その結果を取りまとめたもので、今後の本プロジェクトの成果の展開に広く

活用されることを願うものです。 

終わりに、これまでの本プロジェクトの実施にあたり、ご協力いただいた内外の関係者に対し、

心から感謝の意を表します。 

 

平成22年5月 

 

独立行政法人国際協力機構 

タイ事務所長 大西 靖典 
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写     真 
 

キックオフ会議（保健省会議室） 
 

表彰を受ける高血圧を克服した高齢者たち
（チェンライ） 

コミュニティ病院外来（チェンライ） 
 

コミュニティ病院入院病棟（チェンライ） 
 

開所を祝う高齢者クリニック（チェンライ） 
 

高齢者クリニックでの健康増進サービス 
（チェンライ） 

保健ボランティア認定書を示す男女 
（チェンライ） 

チェンライでのステークホルダー会議 
（チェンライ） 
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プライマリケアユニット（チェンライ） 
 

タンボン自治体事務所（チェンライ） 
 

訪問ケアを受ける 91 歳の高齢者 
（チェンライ） 

娘夫婦に介護される寝たきり高齢者の住む家 
（チェンライ） 

76 歳の元気な高齢者（ノンタブリ） 
 

高齢者ボランティアたち（ノンタブリ） 
 

タイ側レビューチームのメンバー 
（保健省会議室） 

中間レビュー結果のミニッツ調印 
（保健省会議室）  



 

 

略 語 表 

略語 正式名 日本語 

C/P Counterpart カウンターパート 

CTOP Project on the Development of a Community 

Based Integrated Health Care and Social 

Welfare Services Model for Older Persons 

in the Kingdom of Thailand 

タイ王国コミュニティにおける高齢者向け

保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成

プロジェクト 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MOPH Ministry of Public Health 保健省 

MSDHS Ministry of Social Development and Human 

Security 

社会開発・人間の安全保障省 

PCM Project Cycle Management プロジェクトサイクルマネジメント 

PCU Primary Care Unit プライマリケアユニット（保健センターに準

じる） 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PO Plan of Operation 活動計画 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

TAO Tambon Administrative Organization タンボン自治体 

TICA Thailand International Development 

Cooperation Agency 

タイ国際開発協力庁 

 

用語対訳表 

Community Committee 地域委員会 

Community Hosptal コミュニティ病院（郡レベルの病院） 

Provincial Committee 県委員会 

Steering Committee プロジェクト運営委員会 

Tessabaan 市町自治体（テーサバーン） 

Weekly Meeting 週例会議 

Working Committee 作業委員会 

 

 

1バーツ＝2.85円（2009年8月現在）で換算。 
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中間レビュー評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：タイ王国 案件名：コミュニティにおける高齢者向け保健医療・

福祉サービスの統合型モデルの形成プロジェクト 

分野：社会福祉 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：タイ事務所 協力金額（評価時点）：約1億9,000万円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2007年11月8日～ 

2011年11月7日（4年間） 

先方関係機関：保健省、社会開発・人間の安全保障省

（延長）： 日本側協力機関：厚生労働省他 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

タイ王国（以下、「タイ」と記す）においては、わが国が経験した以上の速さで高齢化が進ん

でいる。今後増加する高齢者を支える制度的及び財政的受け皿の整備が不十分な状況にあり、

こうした状況のなか、高齢化対策に係る技術協力がわが国に要請された。独立行政法人国際協

力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は2006年に「高齢化対策プロジェクト形

成調査」を実施してタイの高齢化の基礎的な調査・検討を行い、また2007年の事前調査を通じ

てプロジェクトの基本的枠組みについて合意し、同年11月より4年間の予定で技術協力プロジェ

クト「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェ

クト（Project on the Development of a Community Based Integrated Health Care and Social Welfare 

Services Model for Older Persons in the Kingdom of Thailand：CTOP）」を実施している。 

本プロジェクトは、タイ保健省（Ministry of Public Health：MOPH）及び社会開発・人間の安全

保障省（Ministry of Social Development and Human Security：MSDHS）の2省7局をカウンターパー

ト（Counterpart：C/P）機関とし、それぞれ2省が所管するコミュニティにおける高齢者対象の保

健医療と福祉サービスの統合モデルの構築に対する支援を行っている。本プロジェクトでは、

パイロットサイトとして、北部のチェンライ、東北部のコンケン、中部のノンタブリ、南部の

スラタニ4県から、それぞれ1つずつタンボン（行政区）を選定し、各種委員会の立ち上げ、高

齢者のニーズ調査を実施してきた。その調査結果を基に、各サイトにおけるモデル活動案を作

成し、その試行を進めている段階にある。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

「コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル（以下、モ

デルとする）」が全国で活用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

モデルが全国での活用に向けて発信される。 

 

（3）成果 

成果1：対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスに関係する機関が計画策

定に参加する枠組みが構築される。 

成果2：対象地域における高齢者向け保健医療・福祉サービスの状況が分析される。 

成果3：モデル案が策定され、試行される。 

成果4：最終的なモデルが策定される。 
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成果5：高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣   延べ2名 

短期専門家派遣   延べ6名 

研修員受入     延べ33名 

ローカルコスト負担 約1,950万円 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 175名（2省7局の担当者、県保健事務所、県福祉事務所、コミュ

ニティ病院、プライマリケアユニット（Primary Care Unit：PCU）、

老人福祉センター、市町村自治体、保健ボランティア・高齢者

ボランティアのリーダー、老人クラブリーダー、その他地域団

体の代表など） 

施設、研修会場などの提供 

ローカルコスト負担 1,004万1,456バーツ 

 

２．評価調査団の概要 

 調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 田中 章久 JICAタイ事務所次長 

高齢者福祉政策 江口 隆裕 筑波大学ビジネス科学研究科教授 

協力計画 木下 真理子 JICAタイ事務所所員 

評価分析 駒澤 牧子 （株）アースアンドヒューマンコーポレーション

調査研究部長 

調査期間  2009年8月8日～2009年8月18日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成状況 

成果1：各対象地域において、作業委員会が設立され、その役割と責任が規定された。実際

には各地域の実情に応じて、試行モデル案を形成・試行するために必要なフレキシブル

な枠組みが形成され、機能している。また、作業委員会及び関連する組織のメンバーリ

スト、それぞれの役割と責任に関する文書が完成した。活動計画（Plan of Operation：PO）

が各対象地域で作成されプロジェクト運営委員会で発表された。指標に基づくと成果1は

達成されているといえる。 

成果2：「高齢者調査」と「地域ニーズ及び地域資源調査」が実施され、その分析結果がプ

ロジェクト運営委員会で発表されるとともに、そのデータを活用した試行モデル案の取

り組みが始まっている。また、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）で各

対象地域の分析結果が中央の関係者と議論され、その後開催したワークショップで各分

析結果について更に深い理解と調査の質の向上を図った。指標に基づくと、当初想定さ

れていた成果2は達成されているといえる。 

成果3：現在各対象地域で「試行モデル案」が形成され、適宜試行されている。今後、「モ

デル案」が決定され承認される予定であり、成果3が2009年中に達成される見込みは高い。

成果4：調査データを基にした「モデル案」が今後承認される可能性は高く、その後、「モ
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デル案」の試行と精査が行われ、プロジェクト終了までには「最終モデル」が確定され

る計画である。以上のような進捗から、プロジェクト終了までに「最終モデル案」が確

定される見込みは高く、成果4が達成される見込みは高い。 

成果5：「人材育成ガイドライン」につながる基本的方針が示され、本邦研修によって中央

レベルから現場レベルまでコアになる人材が育成されてきており、タイ側主導の研修に

も弾みとなっている。しかし、「人材育成ガイドライン」の最終版の作成は端緒についた

ばかりであり、タイ側主導で実施されている各種研修の実態把握とその質の向上はこれ

からの検討課題であるところ、現時点では成果5は部分的な達成といえる。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

以下の点から、プロジェクト終了までにプロジェクト達成の見込みは高いが、プロジェ

クト目標達成に向けて検討されるべき課題が残されているといえる。 

・現在モデル案が形成され試行されつつあるところで、今後「モデル案」が承認され、プ

ロジェクト終了までには「最終モデル」が確定される見通しは大きい。また、全国レベ

ルでの発表に関する検討状況や取り組み姿勢や現場レベルでの積極的な発信が既に行わ

れていることを推量すると、全国レベルに加えて多様なレベル（県、郡、タンボン）に

対しての発信が期待されるところである。 

・一方で、「モデルの全国普及に向けた提案」に関しては、それをどのような形でまとめて

いくのか、現場の声を踏まえて検討し、文書化することが重要となってくると思われる。

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の点から本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

・タイ政府は、「高齢化に係る第1次・第2次国家計画（それぞれ1982 ～2001、2002～2021）」

において政府による社会保障制度の充実や体制、人材整備の方向性について掲げるとと

もに、それを実施するための法的根拠として「高齢者法（Act on Older Persons）」が2004

年に施行されている。包括的な開発計画である「第10 次国家開発計画（2007～2011）」

においても、高齢者を含む社会的弱者に対する福祉サービスに関わる記述があり、国家

政策・ニーズと合致しているといえる。 

・タイ側が主体的に選定したモデルサイトは、将来的に普及発展させることを考慮し、異

なった特色を有する地域からそれぞれ選定されており、全国展開のモデルをつくるうえ

で、適切といえる。さらに、ある程度の地元の人的・社会的ポテンシャルの存在と、中

央からの交通の利便性もサイト選定にあたり考慮されている。投入の分担については、

中央レベルでの人的・財政的なタイ側の負担だけでなく、各対象地域における活動費も

基本的にタイ側負担となっており、日本側の投入は比較的小規模にとどまっている。こ

の投入の分担も、タイ側の体力に照らして妥当であるといえる。 

・外務省の「対タイ経済協力計画」において、高齢化は同国の重要な問題として述べられ

ているほか、JICA国別援助実施方針においても、重点分野「社会の成熟化に伴う問題へ

の対応」の「高齢化対策プログラム」のなかに、本プロジェクトは位置づけられている

ため、タイに対するわが国のODAの政策、JICAの援助方針と整合している。 

・先進諸国のなかでも特に急速な高齢化を経験し、これに対処するためにさまざまな対策

を講じてきた日本の経験やノウハウは、同様に急速なスピードで高齢化が進みつつある

タイにとっても参考になると考えられる。コミュニティ・ベースの高齢者に対するケア・

サービスを重視する方向性や、高齢者保健福祉施策において国と地方の役割分担と連携

などの具体的な点においても日本の仕組みは参考になると考えられる。 
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（2）有効性 

多くの成果が初期に想定されたレベルを達成完了あるいは今後達成予定であり、プロジ

ェクト目標もプロジェクト終了までに達成される見込みは高い。したがって、以下の課題

について適切な取り組みが行われれば、本プロジェクトの有効性は総じて高いと予想され

る。プロジェクト目標の達成については、最終モデル案の発信の仕方の検討及び他のタン

ボンレベルで適用可能な実施手順も含む包括的文書の作成が求められている。また、上位

目標の指標の検証のための基準の明確化と、そのデータ収集が必要である。 

 

（3）効率性 

以下の点から本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

・本プロジェクトはタイ側の強いオーナーシップによって、人、施設、機材、活動費など

ほぼすべての面においてタイ側の投入によって実施されている。その主な財源はMOPH、

MSDHS、基礎自治体の三者にまたがっており、基礎自治体の予算不足や三者での調整不

足などの課題はあったものの、質と量を伴う投入がなされている。プロジェクトにおい

ても「中央と地方の連携メカニズム」を生かし、それを促進することが可能だと思われ

る。日本側投入は長期専門家2名及び本邦研修など、必要最低限な投入に絞られているの

みならず、タイ側の投入フレームワークに合わせた適切な内容とタイミングの日本側投

入がなされている。したがって、投入の妥当性の観点から、本プロジェクトの効率性は

高いといえる。 

・また、他機関との連携という観点では、チェンライのモデル活動におけるチュラロンコ

ン大学からの支援やコンケンにおける精密医療機器メーカーからの支援などが確認され

た。こうした現地のリソースを生かした公的機関以外との連携は、効率性の高さを押し

上げているといえる。 

 

（4）インパクト 

予期された正のインパクトとして、上位目標の達成見込みがあるが、「試行モデル案」が

各対象地域で形成されつつあり、また他地域へ「発信」する活動も行われつつあることか

ら、上位目標が達成される見込みは高いと判断される。ただし、（2）有効性に記述したと

おり指標の検証のための基準の明確化と、そのデータ収集が必要である。 

一方、予期されなかった正のインパクトとして、中央―地方―コミュニティが連携しな

がら対象地域での活動を進めるというプロジェクト実施体制が功を奏し、これまでみられ

なかった県福祉事務所長による現場訪問など縦割りの官僚制度のなかに他省庁、他部局と

協力する土壌ができつつある。また、問題発見・マネジメントサイクル手法の開発・実践

の動きがみられるなど基礎自治体の行政能力にも向上の兆しがみえている。本プロジェク

トを通じ、「根拠に根差した課題解決」や「ニーズに基づくマネジメントサイクル」が行わ

れつつあること、基礎自治体の作成する「3カ年計画総合計画」（ローリングプラン）に、

独自に高齢者保健福祉施策を取り込む動きもみられるなどは、当初予期された以上の変化

であり、正のインパクトと判断される。 

なお、負のインパクトは確認されていない。 

 

（5）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は、組織面や財政面にやや不安があるものの、中央の2省及

びその他ステークホルダー間での調整機能及び地域のエンパワメントを行うメカニズムが

確立されれば、総じて高いと予想される。具体的には以下のとおり。 

・政策面では、（1）妥当性に記述したとおり、タイ政府の優先順位の高い分野として位置
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づけられており、プロジェクトの方向性は、プロジェクト終了後にも政策的に維持、発

展される可能性が非常に高い。 

・組織面においては、プロジェクトの実施体制が多様な組織・ステークホルダーを巻き込

んで行うものとなっているため、中央レベルでのリーダーシップのみならず、地域全体

のエンパワメントが重要である。プロジェクト終了後にも、リーダーシップと地域全体

のエンパワメントに支えられた｢統合｣をもたらす組織体制が強固に維持されれば、自立

発展性は更に高まると予想される。 

・財政面においては、タンボンレベルでの予算確保に不安が残るものの、中央政府として

の高齢者対策を進める方向性と地方自治体の行政力強化を後ろ支えとして、財政的自立

発展性は総じて高いと予想される。 

・技術的側面では、地域における技術スタッフ（地方行政官、サービス提供者など）の人

材育成が、日本人専門家からの技術移転や本邦研修を通じ進められており、本邦研修の

参加者が他の関係者に本邦研修で学んだことを伝える機会をもったりするなどの動きも

ある。地域における技術面での人材は着実に育っており、かつ今後、彼らが主体となっ

て継続的に人材育成が進められる可能性も高く、技術的側面での自立発展性も高いと判

断される。 

・地域住民が適切なサポートを高齢者に提供できるようになるためには、既にいくつかの

対象地域において確認されているとおり、人材育成、財政面、メカニズムの面において

地域全体がエンパワーされることが重要である。プロジェクト終了時の自立発展性確保

のために、今後もコミュニティの側面を強調し、すべてのステークホルダーと共有し、

地域のエンパワメントを推進していくことが求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

もっとも重要な促進要因として、中央政府、MOPH、MSDHS、地方自治体、地域住民の各層

において認められる、タイ側の高いオーナーシップが挙げられる。特に、中央政府、MOPH、

MSDHSにおいては、財源の確保にも現れているようにオーナーシップは非常に高い。 

次に挙げられるのが週例会議で、同会議の定期的開催によって、本プロジェクトの実施部隊

の調整と意思決定を促し、ほぼ計画どおりの進捗を達成することに貢献したといえる。 

3点目に、対象地域において地域の保健･福祉・行政機関及び本省のコーディネーター間に実

践的な運営体制が構築され、有機的に機能している点が挙げられる。 

4点目は本邦研修であり、同研修によって日本の高齢社会対策を目の当たりにした経験、チー

ムワークの重要性を理解した点などが、「試行モデル案」の開発を推進するとともに、日本人の

働きぶりを目の当たりにすることによって仕事に対する態度が変わりモチベーションを高め、

プロジェクトの成果の達成をけん引する要因となっている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

本プロジェクトの広範で複雑な実施体制（中央の2省・7局にまたがり、中央－地方政府－地

域住民まで多種多様なステークホルダーが参画）を動かしていくことはプロジェクトに大きな

労力を課すことともなっている。特にプロジェクト初期においては、関係部局間でのコンセン

サスづくりが困難を極めたり、地方との調整に時間がかかったりして進捗を遅らせる要因とな

ったが、週例会議の設置はこの阻害要因の軽減に寄与している。 

また、現場における財源不足、人材不足も「試行モデル案」を実施・拡大するうえで阻害要

因となっている。財源・人材不足は、最終的には自立発展性にかかる要件でもあることから、

今後、その対応をプロジェクト活動のなかに組み込んでいく必要がある。 

その他、プロジェクト運営上の問題として、現地視察時のインタビューやアンケートの結果
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より、中央からの指示・依頼が遅く負荷となっており、これまではなんとか調整を図ってきた

が、今後の改善が求められる。 

 

３－５ 結論 

現時点までの活動と成果の実績から、本プロジェクトはおおむね当初の計画どおりに進捗し

ているといえる。今後、本中間レビューで指摘された課題を検討し、プロジェクト終了時まで

に解決していくことができれば、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。また、プロジ

ェクト終了時点で、評価5項目の観点からも高い評価が得られることが予想される。 

 

３－６ 提言 

（1）モデルについて 

・より満足度の高いサービスの創出のために「統合モデル」の基本理念のなかに「利用者

本位アプローチ」及び「住民参加アプローチ」が包含されるべきである。 

・「統合モデル」の開発プロセスを関係者が共有しそのモデルを他地域へ普及させていくた

めに、各対象地域において、簡易かつ柔軟な、現場主体のモニタリングメカニズムを開

発するべきである。 

 

（2）実施体制について 

・プロジェクトのゴールを確実に達成するために、タイ側の2省間（MOPH及びMSDHS）・

関係部局内でのしっかりとした調整メカニズムの構築と、地方行政・基礎自治体及び地

域住民のエンパワメントが更に必要である。 

・プロジェクトチームは中央から現場まですべてのプレーヤーに対して、中期的活動計画

を可能な限り早期かつ詳細に周知させる必要がある。 

 

（3）人材育成 

・地方行政・基礎自治体、サービス提供者、地域住民のキャパシティ強化を更に進めるべ

きである。そのために、現在『CTOPプロジェクト：ローカルオーナーシップ強化のため

に』としてまとめられている人材開発指針を、更に具体化し、最終版『人材育成ガイド

ライン』として完成させる必要がある。 

・他地域での経験をお互いに学び合い、「プレーヤー（活動主体）」がモチベーションを高

めるために、各対象地域間の「相互スタディツアー」の実施が効果的である。 

・PDMの指標5-1を実証するために、プロジェクトとしては、タイ側で独自に提供されてい

る研修についても、そのカリキュラムやモニタリングメカニズム（受講者の理解度や満

足度の把握などを含む）を把握し、発展させていくべきである。 

 

（4）モデル普及に向けて 

・プロジェクトが終了してからではなく実施中から、モデルの優れた経験を全国的に紹介

していく必要がある。そのためには、MOPH及びMSDHSで実施している各種研修の機会、

TV・インターネットなどの各種メディア、などさまざまな機会や方法の活用を促進して

いくことが求められる。 

・モデルの全国普及をめざすPDMの上位目標の達成を図るために、実証可能な判定基準を

確立するべきである。そして終了時評価時までに、その基準に基づくデータを収集する

ことが求められる。 
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３－７ 教訓 

本中間レビュー調査結果より、以下の一般的教訓が導き出された。 

・地域における最終受益者のための“利用者本位のサービス”を開発するためには、「根拠に基

づくサイクル型手法（evidence-based cyclical procedure）（問題分析―計画―モニタリング―

改善）」を取り入れた住民参加型の活動を行うべきである。そのようなメカニズムを推進し

ていくために、中央政府から現場レベルにおけるすべてのステークホルダー間、並びにす

べての関連するセクター間が連携していかなければならない。 

 
 



－1－ 

第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

中進国化しつつあるタイ王国（以下、「タイ」と記す）では、社会の成熟化と経済社会全般にわ

たる成長に伴って発生する新たな開発課題への対応や、発展レベルに相応した人々の健全な生活

を構築するための取り組みが必要となっている。特に発展の恩恵を人々が適切に享受するための

社会保障制度の設計が求められており、今後のタイへの技術協力においては、同国が着実に発展

し、かつ安定した社会を構築するための協力を積極的に推進していく必要性が認識されている。 

タイにおいては、わが国が経験した以上の速さで高齢化が進んでいるが、今後増加する高齢者

を支える制度的及び財政的受け皿の整備が不十分な状況にあり、こうした状況のなか、高齢化対

策に係る技術協力がわが国に要請された。独立行政法人国際協力機構（ Japan International 

Cooperation Agency：JICA）は2006年に「高齢化対策プロジェクト形成調査」を実施し、タイの高

齢化の基礎的な調査・検討を行い、また2007年の事前調査を通じてプロジェクトの基本的枠組み

について合意し、同年11月より4年間の予定で技術協力プロジェクト「コミュニティにおける高齢

者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト（Project on the Development of a 

Community Based Integrated Health Care and Social Welfare Services Model for Older Persons in the 

Kingdom of Thailand：CTOP）」を実施している。 

本プロジェクトは、タイ保健省（Ministry of Public Health：MOPH）及び社会開発・人間の安全

保障省（Ministry of Social Development and Human Security：MSDHS）の2省7局をカウンターパー

ト（Counterpart：C/P）機関とし、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー、業務調整）が

派遣されており、それぞれ2省が所管するコミュニティにおける高齢者対象の保健医療と福祉サー

ビスの統合モデルの構築に対する支援を行っている。本プロジェクトでは、パイロットサイトと

して、北部のチェンライ、東北部のコンケン、中部のノンタブリ、南部のスラタニ4県から、それ

ぞれ1つずつタンボン（行政区）1を選定し、各種委員会（中央レベルにおける運営委員会や県レ

ベルのワーキンググループ）の立ち上げ、高齢者のニーズ調査を実施してきた。その調査結果を

基に、各サイトにおけるモデル活動案を作成し、その試行を進めている段階にある。 

このたび、プロジェクト開始から2年弱がたち、4年間の活動の中間地点に達しているため、1）

プロジェクト活動の進捗状況の把握と現時点での評価、2）残る協力期間の活動方針及び計画につ

いて関係者と合意を形成すること、を主な目的として、中間レビュー調査が実施された。 

 

１－２ 調査団の構成 

（1）日本側 

担当分野 氏名 所属 

総括 田中 章久 JICAタイ事務所次長 

高齢者福祉政策 江口 隆裕 筑波大学ビジネス科学研究科教授 

協力計画 木下 真理子 JICAタイ事務所所員 

評価分析 駒澤 牧子 
（株）アースアンドヒューマンコーポレーション 

調査研究部長 

                                                        
1 タンボン（行政区）の詳細については、コラム（p.17）参照。 
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（2）タイ側 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 Dr. Narongsakdi 

Aungkasuvapala 

保健省健康局長 

団員 Dr. Supakit Sirilak 保健省事務次官室政策戦略部長 

団員 Dr. Chanvit Tharathep 保健省健康サービス制度開発部長 

団員 Ms. Suntaree Puaves 
社会開発・人間の安全保障省高齢者エンパワメント部

長 

団員 Assoc. Prof. Jiraporn 

Kespichayawattana 

チュラロンコン大学看護学部 

団員 Dr. Suvinee Wivatvanit チュラロンコン大学看護学部 

団員 Ms. Romyavadi 

Sarakshetrin 

タイ外務省国際開発協力庁 

団員 Ms. Somsuan Howe タイ外務省国際開発協力庁 

 

１－３ 調査日程 

現地調査は2009年8月8日から8月18日までの期間で実施された。 

調査日程の概要は、以下のとおりである。 

 月日 活動内容 宿泊先 

1 8月8日（土） 
本邦団員 日本発、バンコク着（JL717） 
18:00～21:00 日本側打合せ 

バンコク 

2 8月9日（日） 10:00～13:00 JICAタイ事務所にて打合せ バンコク 

3 8月10日（月） 

9:00 日本側打合せ 
13:30 キックオフ会議（タイ側関係者に対する評価方針の説

明・協議） 
夕方 チェンライへ移動 

チェンライ 

4 8月11日（火） 

チェンライ県クンターン郡病院視察 
主要ステークホルダー（県保健事務所、県福祉事務所、郡病

院、自治体、ボランティア）との協議 
夜 バンコクへ移動 

バンコク 

5 8月12日（水） 
10:00～11:00 日本人団内打合せ 
12:00～16:00 ノンタブリ高齢者視察 
17:00～19:00 日本人団内打合せ 

バンコク 

6 8月13日（木） 
9:00～12:00 主要ステークホルダーとの会議 

13:00～16:00 合同レビュー会議 
バンコク 

7 8月14日（金） 10:30～16:00 合同レビュー会議 バンコク 

8 8月15日（土） ミニッツ修正作業 バンコク 

9 8月16日（日） ミニッツ修正作業 バンコク 

10 8月17日（月） 
11:00～12:00ミニッツ確認協議 
13:00～14:00 ミニッツ調印式 
16:00～17:00 在タイ日本大使館報告 

バンコク 

11 8月18日（火） 8:10 調査団員帰国（JL708）  
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１－４ 主要面談者 

（1）日本側 

1）在タイ日本国大使館 

隈丸 優次 特命全権公使 

山下 護 一等書記官 

 

2）JICAタイ事務所 

大西 靖典 所長 

 

3）CTOPプロジェクト専門家 

堀江 裕 チーフアドバイザー 

奥井 利幸 業務調整員 

 

（2）タイ側 

1）外務省国際開発協力庁（Thailand International Development Cooperation Agency：TICA） 

Ms. Romayawadee Sarakasetsin Program officer 

Ms. Somsuan Howe Program officer 

 

2）保健省（MOPH） 

Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala Director-General, Department of Health（Project 

Manager） 

Dr. Wiwat Wiriyakritja Deputy Director General, Department of Medical 

Services 

Dr. Supakit Siriluck  Director, Bureau of Policy and Strategy, Office 

of the Permanent Secretary 

Dr. Chanvit Tharathep  Director, Bureau of Health Service System 

Development 

Dr. Manoo Vathisunthorn  Director, Elderly Health Office, Department of 

Health 

Dr. Nantasak Thammanawat  Director of Institute of Geriatric Medicine, 

Department of Medical Services 

Dr. Umporn Benjapolpitak  Director, Mental Health Technical Development 

Bureau, Department of Mental Health 

Ms. Rossukon Kangvallert Assistant Director, Bureau of Policy and Strategy, 

Office of the Permanent Secretary 

Ms. Suparanee Ratanachatchai Chief of International Affairs and Health 

Economic, Office of Permanent Secretary 

Dr. Ekachai Phetsriwatchara Medical Doctor, Bureau of Health Promotion, 

Department of Health 
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Ms. Kritsana Triyamaneerat Institute of Geriatric Medicine, Department of 

Medical Services 

Ms. Unchalee Katinurak Bureau of Policy Planning and Strategy 

Ms. Patchara Sateanpuctra Bureau of Health Service System Development, 

Department of Health Service Support  

Ms. Pathraporn Srisoongnoen  Bureau of Health Promotion, Department of 

Health 

Ms. Inthira Padmindra Mental Health Technical Development Bureau, 

Department of Mental Health 

 

3）社会開発・人間の安全保障省（MSDHS） 

Ms. Anchalee Chootrakul  Acting Director, Bureau of Empowerment for 

Older Persons, Office of Welfare Promotion, 

Protection and Empowerment of Vulnerable 

Groups 

Ms. Siriwan Aruntippaitune Bureau of Empowerment for Older Persons, 

Office of Welfare Promotion, Protection and 

Empowerment of Vulnerable Groups 

Ms. Suwanee Horwiwat Director, Division of Social Welfare Service 

Standard, Bureau of Social Welfare Services 

Ms. Reungrudee Wisaeso Bureau of Social Welfare Services 

 

4）チェンライ県パイロットサイト関係者 

Mr. Samphan Suwanaphum Provincial Social Development and Human 

Security Officer 

Ms. Rattana Jitwongpong Social Worker, Provincial Social Development 

and Human Security Office 

Ms. Pannee Meenhuk Public Health Officer, Provincial Health Office 

Mr. Pibulchai Intana Chief of District Public Health Officer, District 

Health Office 

Mr. Somprat Mhuanjit Director, Khun Tan Hospital 

Ms. Kritsana Puttawong Professional Nurse, Khun Tan Hospital 

Mr. Wichan Piwong Vice President, Tessabaan Yang Hom  

Mr. Jomchai Tipkamolsen Officer （Pa-Lat）, Tessabaan Yang Hom 

Mr. Kraiwan Tiwong Community Development Officer, Tessabaan 

Yang Hom 

Ms. Somsri Mongkolkee Elderly Volunteer and Health Volunteer 

Ms. Warailuk Tuadpol Professional Nurse, Yang Hom Health Center 

Ms. Orapin Intayos Professional Nurse, Ban Nam Prea Health Center 
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5）チュラロンコン大学 

Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Kespichayawattana Lecturer, Faculty of Nursing,  

Dr. Suvinee Wivatvanit Lecturer, Faculty of Nursing 

 

１－５ 中間レビューの方法 

１－５－１ 評価の方針 

本評価調査は、「JICA事業評価ガイドライン（改訂版）」（2004年3月）に基づき実施した。す

なわち、「実績の確認」、「実施プロセスの把握」を行ったうえで、「評価5項目による評価」の視

点（表－１参照）から包括的な評価・分析を行った。具体的な手順は以下のとおりである。 

（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（付属資料2参照）

に基づき、プロジェクトの実績を確認する。 

（2）評価5項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・持続性）の観点によるプロジェクト

の評価を行う。 

（3）プロジェクトの進捗に貢献した要因・阻害した要因を分析する。 

（4）プロジェクトへの提言及び教訓の抽出を行う。 

 

表－１ 評価5項目の主な視点 

5項目 主な視点 

妥当性 

（Relevance） 

評価時点においてもプロジェクト目標と上位目標が妥当であるかどう

かを、政府の政策、受益者のニーズ、日本の援助政策との整合性の観点

から検討する。 

有効性 

（Effectiveness） 

各成果の達成の度合いとそれが「プロジェクト目標」の達成度にどの程

度結びついているかを検討する。 

効率性 

（Efficiency） 

プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度が、タイミン

グ、質、量などの観点から妥当であったかどうかを分析する。 

インパクト 

（Impact） 

プロジェクトが実施されたことにより生じる波及効果のプラス・マイナ

スの効果の見込みを検討する（当初予定されていない効果も含む）。 

持続性 

（Sustainability） 

協力終了後、プロジェクトによってもたらされた成果や開発効果が持続

されるか、あるいは拡大されていく可能性があるかどうかを予想するた

めに、組織的側面、財政的側面、技術的側面から実施機関の持続性の見

込みを考察する。 

 

なお、通常JICAの評価はプロジェクトの時期によって、事前評価、中間レビュー、終了時評

価、事後評価に分けられる。各評価では着目する点が少しずつ異なることから、前出のガイド

ラインでは表－２のように、評価のタイミングごとに調査・評価項目を整理している。本評価

は中間レビューであることから、実績の確認、実施プロセスの把握、妥当性、効率性について

は実績に基づく検証作業を行い、有効性、インパクト及び持続性についても可能な限り集めた

情報に基づき、見込みにより価値判断を行う。 
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表－２ プロジェクト評価の種類と調査・評価項目との関係 

 事前評価 モニタリング 中間レビュー 終了時評価 事後評価 

実績・実施プロ

セスの把握 
- ● ● ● △ 

＜評価5項目＞ 

妥当性 ● - ● ● △ 

有効性 ○ - △ ● - 

効率性 ○ - ● ● - 

インパクト ○ - △ △ ● 

持続性 ○ - ○ ○ ● 

○：予測、見込みに基づいて検証作業を行う。     ●：実績に基づいて検証作業を行う。 

△：必要性・可能性に応じて検証作業を行う。 

—：本格的な検証作業は時期尚早である、もしくはその前の段階で終了している。 

 

１－５－２ 評価スコープと主な調査項目 

本中間レビュー調査では、プロジェクトにとってより有益で効率的なレビュー結果を導き出

すために、特に着目すべき評価の視点として、「評価スコープ」を設定した。プロジェクト関係

者の問題意識を集約し、以下のような｢評価スコープ」を設定した。 

 

１．開発中の「統合型モデル」のおおまかな姿の共有（有効性） 

２．プロジェクト終了時のあるべき姿の共通認識の形成（有効性） 

３．多様なステークホルダーの把握、及びそれぞれのキャパシティの向上と課題（有効性） 

４．ステークホルダー間の調整機能の現状（有効性、効率性、持続性） 

５．プロジェクト活動のモニタリング体制（特に各地方レベル）の課題（有効性、持続性） 

 

１－５－３ 評価グリッド 

上記「評価スコープ」に鑑み、表－３のような評価グリッドを設定した。 
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１－６ 情報・データの収集方法 

（1）収集された文書 

・事前評価調査報告書（2007年9月）、討議議事録（Record of Discussion：R/D）ドラフト（2007

年7月）、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）（2007年6月） 

・PDM（上記M/M添付版） 

・活動計画（Plan of Operation：PO）と年間活動計画（Annual Plan of Operation：APO） 

・プロジェクト報告（2007年11月～2008年6月）（日本語） 

・Reports on the Joint Coordinating Committee Meeting（First:Dec.2007, Second: Jul. 2008, Third: 

Dec. 2008） 

・Reports on the Steering Committee Meeting（First:Dec.2007, Second: Jul. 2008, Third: Oct. 2008, 

Forth: Dec. 2008, Fifth:April 2009） 

・短期専門家報告書（日本語） 

 

（2）インタビュー及び協議（詳細結果は付属資料1-ANNEX 5参照） 

・日本人専門家、MOPH及びMSDHS7局の8名のコーディネーター、週例会議のメンバー 

 

（3）ステークホルダー・アンケート（配布数56、回収数40、回収率71％）（詳細結果は付属資料

1-ANNEX 5参照） 

・配布先は、MOPH及びMSDHSの7局の担当者、県保健事務所、県福祉事務所、コミュニティ

病院、プライマリケアユニット（Primary Care Unit：PCU）、老人福祉センター、タンボン自

治体（Tambon Administrative Organization：TAO）・市町自治体（テーサバーン）、保健ボラ

ンティア・高齢者ボランティアのリーダー、老人クラブリーダー 

 

（4）対象地域での活動視察及び関係者との協議 

・チェンライにおける活動視察、最終裨益者ヒアリング 

・チェンライにおけるC/P、サービス提供スタッフとの協議 

・ノンタブリにおける高齢者ヒアリング 

 

１－７ 調査・評価上の制約 

本中間レビュー調査は、全体期間10日間（土日祝を含む）で行い、プロジェクト対象地域の4県

のうち1県のみ実地訪問することとし、他の対象地域については担当者からの質問票調査及びヒア

リングによって補完した。 

また、本プロジェクトの根幹をなす成果4の「モデル案」の決定については、2009年9月（本中

間レビュー調査実施の翌月）に実施される予定であることから、本中間レビュー調査時点では日

本・タイ国側双方で「モデル案」の認識を共有し、各対象地域における準備状況から今後の進展

を推測、評価結果に反映させた。実際の「モデル案」は、2009年9月の決定をまつ必要がある。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

プロジェクトに関する理解を促し、今後のプロジェクトの今後の方針についてより適切な提言

を導き出すために、評価に先立ち、プロジェクトを取り巻く背景を概観し、プロジェクトの概要

を整理しておく。 

 

２－１ タイの高齢化概況 

（1）タイの高齢化 

タイにおいては、2001年に高齢者人口（65歳以上人口）が7％に達し、国連の定義による“高

齢化社会”に突入した。また、高齢化のスピードを示す指標である高齢化率が7％から14％に

いたるまでの期間（倍加年数）をみると、タイは中位推計で22年で、日本の24年（1970年～

1994年）よりも急速であり、他のアジア諸国のなかでみても非常に速いスピードで高齢化が

進行していることが特徴である（表－４）。さらに、2000年には高齢者人口（タイの定義では、

60歳以上人口）は約560万人であったが、2020年には1,130万人に達すると予想され、実数のう

えでも大きなボリュームとなってきている。一方で、それに伴い生産年齢人口（15～64歳）

は減少方向にあり、その結果、従属人口指数（年少人口＋老年人口/生産年齢人口）は2000年

の11.6％から2020年には26.1％と倍増すると見込まれている。 

 

表－４ アジアの高齢化のスピード 

 高齢化率7％に達した年 高齢化率14％に達する年 倍加年数 

タイ 2001 2023* 22 

日本 1970 1994 24 

香港 1983 2014* 31 

中国 2001 2026* 25 

注：*は、中位推計による。データは国連人口推計より作成。 
出所：大泉啓一郎（2007）『老いてゆくアジア』（中公新書）より作成。 

 

（2）高齢化に関する国家政策 

タイ政府は、このように急速に進む高齢化を社会経済の発展に重大な影響を及ぼす問題と

して認識しており、高齢化に関する国家計画を次々と打ち出している。「高齢化に係る第1次

国家計画（1982～2001）」において家族によるケアを中心に据えた戦略が策定された。さらに、

「高齢化に係る第2次国家計画（2002～2021）」では、5つの実施戦略（BOX 1参照）を示し、

個人の備えの重要性と、それを支援する家族、コミュニティ、地方行政の責任について触れ、

政府による社会保障制度の充実や体制・人材の整備の方向性について述べられている。 

 

BOX 1 5つの実施戦略 

・ 老後の備え 

・ 福祉の増進 

・ 社会保障制度の充実 

・ 体制･人材整備 

・ 政策・プログラム開発とモニタリング・評価のための調査研究 
出所：JICA（2007）『タイ高齢化対策プロジェクト形成調査報告書』（JICA） 
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この第2次国家計画で提案された内容を実施するための法的根拠として、「高齢者法（Act on 

Older Persons）」が2004年に施行された。同法では、高齢者の13の権利が示され、医療･衛生サ

ービスを受ける権利、就業の権利、最低限の衣食住を確保される権利など、高齢者の基本的

人権を保障する内容となっている。さらに、2007年に施行された包括的な開発計画である「第

10次国家経済社会開発計画（2007～2011）」においても、高齢化対策が重要課題として取り上

げられ、その戦略として、1）高齢社会突入前の労働生産性の向上、2）高齢者ケアのための

コミュニティの受け皿機能の強化、を2本柱として掲げている。現在、タイ政府は高齢者法の

下で、国家高齢者対策委員会（National Commission on the Elderly、首相が委員長）や高齢者基

金を設置するなど、省庁を横断する枠組みを形成したうえで、具体的な高齢化対策を進めよ

うとしている。 

一方で、老齢年金や、介護を含む高齢者医療制度については、制度構築の途上にある。医

療保障においては、2002年に「30バーツ医療サービス制度」2という、30バーツの窓口負担を

条件にそれぞれの居住地に基づく登録した診療所での医療サービスを受けることができる制

度を導入した。また、年金制度では、かつては公務員向けの年金制度と国営企業従業員向け

の年金、その他政府職員を対象としたものしかなかったが、1999年に民間被用者向けの社会

保障基金の1つに年金が加えられ、積立が義務づけられた。当初は10名以上を雇用する企業に

適用されていたが、2002年より従業員を1名以上有するすべての事業所が対象となった。しか

し、依然としてそれに加入していない労働者層が大多数を占めている。その他老齢給付金が

あり、月額500バーツ（2006年12月までは300バーツ）が地方自治体を通じ高齢者に対して支

給されている。この制度はもともとは貧困高齢者に対する福祉老齢給付金として1993年に開

始され、2009年より高齢者全員を対象に拡大したものである。 

こうした国家主体の抜本的な社会保障・医療制度の構築が停滞するなか、タイ政府がとろ

うとしている課題解決の方向性は、以下の3つの戦略コンセプト（BOX 2）にまとめられる。

つまり、地域で支えあう仕組みづくり、高齢者を社会資源として活用する姿勢、既存の社会

体制のより効率的運用を、その動力源としようとする戦略である。 

 

BOX 2 高齢化社会対応の3つの戦略 

・ コミュニティベースの高齢者に対するケアサービス重視 

・ 高齢者の社会活動への参加の促進 

・ セクター間の協力ネットワーク構築（国レベル及び地方レベル） 
出所：「タイ王国コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト事前

評価調査報告書（以下、「CTOP事前評価調査報告書」と略す）」（2007年）。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

ここでは、プロジェクトの概要について簡単に整理しておく。プロジェクトの基本情報は以下

のとおりである。 

 

プロジェクト名 ：タイ王国コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モ

デル形成プロジェクト 

                                                        
2 現在は30バーツの窓口負担が免除となり、無料診療が行われている。Universal Coverage Health Care Schemeとも呼ばれる。 
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R/D署名日 ：2007年７月 

協力期間 ：2007年11月～2011年10月（4年間） 

協力総額 ：約1億9,000万円 

C/P機関 ：タイ保健省（MOPH）及び社会開発・人間の安全保障省（MSDHS） 

国内協力機関 ：厚生労働省 他 

対象地域 ：モデル4県（チェンライ、コンケン、ノンタブリ、スラタニ）からそれぞれ1カ

所ずつ選定されたタンボン（行政区）3 

裨益対象者 ：直接裨益者は、高齢者行政に従事する中央レベル及びモデル試行対象4県の対象

タンボンにおける高齢者向け保健医療・福祉サービス従事者（約300名）。間接

裨益者は、モデル試行対象地域の高齢者（注：タイにおける高齢者の定義は60

歳以上） 

 

プロジェクトの方針： 

本プロジェクトは、タンボンにおいて、高齢者対象の保健医療・福祉サービスを、関係機関の

連携の下で統合的に提供するモデル（コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービス

モデル）を構築し、同モデルの全国での活用に向けた提案を行うことを目標とする4。 

タイでは地方分権が進められているが、地方自治体の財政的・人的キャパシティはまだ脆弱で

あり、また、地方自治体が担うべき住民サービスのあり方についても明確な指針はない。高齢者

に対するサービスについても、保健医療・福祉サービスのメニューが出揃っているわけではなく、

また国と地方の役割分担も明確な方針がない。そのような状況下でのモデル策定においては、地

方自治体の財政的・人的基盤に配慮し、現実的で、多くの自治体で活用できるようなデザインと

することが求められる。 

 

プロジェクトデザインの要約 

＜上位目標＞ コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型

モデル（以下、モデル）」が全国で活用される。 

＜プロジェクト目標＞ モデルが全国での活用に向けて発信される。 

成果1 対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスに関係す

る機関が計画策定に参加する枠組みが構築される。 

成果2 対象地域における高齢者向け保健医療・福祉サービスの状況が分析

される。 

成果3 モデル案が策定され、試行される。 

成果4 最終的なモデルが策定される。 

成果5 高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化さ

れる。 

 

                                                        
3 タンボン（行政区）の詳細についてはコラム（P.17）参照。 
4 「CTOP事前評価調査報告書」による。 
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２－３ プロジェクト実施体制 

（1）プロジェクト運営体制 

本プロジェクトは、MOPHとMSDHSを合同のC/P機関とし、それぞれの省の複数の局が関係

している。以下関係局を列挙する。保健省次官室政策戦略部、保健省健康局、保健省医療サ

ービス局、保健省精神衛生局、保健省医療サービスサポート局、社会開発・人間の安全保障

省社会福祉局、社会開発・人間の安全保障省福祉振興・弱者保護・エンパワメント局の合計2

省７局となっている。「合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）」が、プロジェ

クトの活動計画を承認し、進捗や成果を確認するとともに、プロジェクトの実施に関する重

要な事項について協議する。JCCは年2回以上開催される。また、JCCの下に、MOPH、MSDHS

の関係部局、対象4県の代表から構成される「プロジェクト運営委員会（Steering Committee）」

を設置し、3カ月ごとに会議を開き、プロジェクトの進捗をモニターしている。JCCには、日

本人専門家、JICAタイ事務所、在タイ日本国大使館（オブザーバー）が、またプロジェクト

運営委員会には、日本人専門家、JICAタイ事務所がメンバーとして参加している。 

また、対象地域においては、県レベルの県委員会（Provincail Committee）、タンボンレベル

の作業委員会（Working Committee）、村レベルの地域委員会（Community Committee）と、各

行政レベルに委員会を設置し、プロジェクトの活動推進を図っている。以上の運営体制は、

図－１のように示される。 
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図－１ プロジェクト運営体制図 
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（2）プロジェクト対象地域 

本プロジェクトでは、以下の4対象地域において、「試行モデル案」の形成と試行的な実施

を行い、全国へ発信できるモデル案をつくることをめざしている。対象地域は、北部のチェ

ンライ県、東北部のコンケン県、中部のノンタブリ県、南部のスラタニ県から、各１タンボ

ン（行政区）を選定している。各タンボンの詳細は以下のとおりである。 

 

表－５ 対象地域の概要 

 チェンライ コンケン ノンタブリ スラタニ 
タンボン 
（行政区名） 

ヤンホン 
（Yang Hom） 

サード 
（Sa-ard） 

バンシートン 
（Bang Si Thong） 

バンナ 
（Bang Na） 

特徴 

農村型、テーサバ

ーン管轄、域内に

コミュティ病院有

り 

農村型、TAO管轄、
域内にコミュティ

病院なし 

都市型、TAO管轄、
病院他各種社会資

源豊富 

農村型と都市型混

在、TAOとテーサ
バーン混轄 

人口（人） 11,727 10,148 8,328 9,824
世帯数（1世帯当た
り人員） 

3,558（3.30） 2,270（4.47） 3,319（2.51） 2,065（4.76）

面積km2 134.8 82.0 5.8 71.1
人口密度 
（人/km2） 

87.0 123.8 1435.9 138.2

高齢者人口（人） 1,302 920 1,042 1,020
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＜コラム タイの地方行政機構と地方分権化について＞5 

本プロジェクトでは、対象地域を各タンボン（行政区）レベルに設定し、タンボンレベルの地方自治体

を巻き込んだ運営を行っている。より深い理解を促すために、タイの地方行政機構と地方分権化につい

て簡単に整理しておく。 

１．地方行政と地方自治行政 

タイの地方行政制度は、大きく、国による「地方行政」（統治ライン）と地方自治体による「地方

自治行政」（自治ライン）の2系列が並存していることが特徴である。 

国による「地方行政」（統治ライン）は内務省により統治され、①県、②郡、③行政区、④村という

4つのレベルに分けられる（図）。他方、地方自治体による「地方自治行政」（自治ライン）は、①県

自治体、②市町自治体、③TAOの3つの形態がある。また特殊な形態として、④バンコク都と⑤パタ

ヤ特別市の2都市がある。 

国による「地方行政」における県及び郡は、国の出先機関の集合体といった色彩が強く、内務省

から派遣される県知事、関係省庁から派遣された各担当官によって成り立っている。郡役所にも、

内務省から郡長が派遣され、郡レベルの各省局行政官を統轄する。郡行政は、中央官僚による行政

としては住民にもっとも近いものである。さらに、「行政区」（タイ語ではタンボン）は「村」の集

合体で、「村」は内務省が区割りをした最小の行政区画である。 

他方、「地方自治行政」には、広域自治体として各県域と一致する県自治体（タイ語ではオー・ボ・

チョー）と、基礎自治体としての市町村自治体（タイ語ではテーサバーン）、TAOがある。市町村自

治体、TAOともに基礎自治体であるが、市町村自治体は、比較的都市部に設置される基礎自治体と

されている。 

現在は、タイ全土に地方自治体が配置され、2003年以降、すべての地方自治体で、首長と地方議

員が直接住民に選出されるスタイルとなった。しかし、現在でも、内務省による各自治体への「管

理監督権」は決して小さくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：JICA（2007）『CTOP事前評価調査報告書』JICA及び伊瀬知強他（2004）『ASEAN諸国の地

方行政』財団法人自治体国際化協会より改訂。 

 

図 地方行政機構 

 

                                                        
5 本コラムは、永井史男他（2007）『キャパシティ・ディベロップメントに関する事例分析-タイ地方行政能力向上プログラム』

JICA、を主な出典として、伊瀬知強他（2004）『ASEAN諸国の地方行政』（財団法人自治体国際化協会）、橋本卓他（1993）『ア

ジア諸国の地方制度』（財団法人地方自治協会）などを参考に、取りまとめたものである。 
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２．基礎自治体6の役割とキャパシティ 

次に、本プロジェクトの対象地域として設定されているタンボン（行政区）レベルの基礎自治体

の役割とキャパシティについて整理する。タイにおいては、日本の「地方自治法」のような統括的

な法律は存在せず、自治体ごとに「組織設置法」やその他関連する法律（保健法や環境法など）な

どによっている。その「組織設置法」によると、「やらなければならない業務」と「やってもよい業

務」に分けられており、その規定も具体的ではないため、後者に関しては、自治体は財政的制約か

ら実施したがらない傾向にある。例えば、TAOには9つの「やらなければならない業務」と13の「や

ってもよい業務」があり、高齢者に関係する業務は「女性、児童、青少年、高齢者及び身体障害者

の発展促進」として前者に相当している。これが原因となって、自治体間の行政サービス内容の大

きな隔たりが生まれている。またキャパシティについてみると、職員数は2006年7月時点において全

国の市町村自治体で2万9,795人、TAOが4万2,991人とされており、単純に各自治体数で割ると、１自

治体あたりそれぞれわずか25.6人と6.5人となり、雇員や派遣職員を含めても、それぞれ83.3人、15.0

人と少ない。財政的な制約もあり、自治体独自で職員数を増やすことは困難というのが現状である。

財政面では、地方自治体の主な歳入は、自主税収、許可手数料、政府からの交付税及び補助金から

なっているが、全地方自治体（2006年度）でみると、自主税収は8.9％、政府が徴収後に地方に再配

分する交付税が52.6％、国からの補助金が38.5％と、国からの財源が9割以上を占める。しかし、国

からの財源は基礎自治体に委譲された業務に見合ったものとは言い難いというのが現状である。 

このように、多くの基礎自治体が人員、財源の両面において制約を抱えており、基礎自治体によ

る地域の受け皿が十分に整備されないままに、分権化で業務移譲が行われている。しかし、分権化

そのものは、より住民に近いTAOに住民サービスの軸足を移す意向の表れであり、今後の基礎自治

体の体力強化と行政能力の向上がまたれるところである。 

 

                                                        
6 名称上混乱しやすいが、一行政区内に複数のTAOが存在する場合もあり、行政区とTAOのエリアは必ずしも一致しない〔1タ

ンボン（行政区）にテーサバーンとTAOが並存することもある〕。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

本章では、本中間レビュー調査時点におけるプロジェクトの実績（投入、活動、成果、プロジ

ェクト目標の達成度）を確認し、実施プロセスを把握する。 

 

３－１ 投入実績 

プロジェクト開始から本中間レビュー調査時点までの投入実績は以下のとおりである。 

（1）日本側 

1）専門家派遣 

・長期専門家（敬称略） 

日本側は、プロジェクト開始時点から本中間レビュー調査時点までに、チーフアドバイ

ザー1名、業務調整員1名を派遣している。詳細は、以下のとおりである。 

担当分野 氏名 派遣期間 

チーフアドバイザー 堀江 裕 2007年11月8日～現在 

業務調整員 奥井 利幸 2007年11月8日～現在 

 

・短期専門家（敬称略） 

日本側は、本中間レビュー調査時点までに、延べ6名（重複あり）の短期専門家を派遣し

ている。詳細は以下のとおりである。 

＜2007年度＞ 

担当分野 氏名 派遣期間 

・データ収集・分析 渡邊 良久 2008年3月12日～21日 

＜2008年度＞ 

担当分野 氏名 派遣期間 

・高齢者関連活動の情報収

集と分析 

岩名 礼介（第1回） 2008年8月6日～19日 

・タンボン自治体のキャパ

シティ、地域資源の分析 

岩名 礼介（第2回） 2008年9月15日～26日 

・高齢者ニーズ分析 松本 邦愛 2009年1月11日～28日 

・ドラフトモデルの形成 高橋 泰 2009年2月15日～28日 

＜2009年度＞ 

担当分野 氏名 派遣期間 

・地域活動のためのモデル

プロジェクト管理 

岩名 礼介（第1回） 

 

2009年5月24日～6月13日 

 

2）日本におけるカウンターパート研修 

日本側は、本中間レビュー調査時点までに、計2回の本邦C/P研修を実施している。実績

は以下のとおりである（詳細は、付属資料3参照）。 

2008年度：「コアチーム形成研修」、2008年11月16日～12月5日、19名参加 

2009年度：「プロフェッショナル・ケア技能研修」、2009年6月29日～7月14日、14名参加 
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3）機材供与 

2007年度：プロジェクト事務所機器 

2008年度：4プロジェクト対象地域の活動拠点へ、コンピュータ、ビデオレコーダー、プロ

ジェクターなど、計13セット 

 

4）在外事業強化費 

日本側は、在外事業強化費として、中間レビュー調査時点までに、総額684万4,611バーツ

（約1,950万円）7を拠出している（年度別実績は、表－６参照）。 

 

表－６ 在外事業強化費 

年度 投入実績 （円換算） 

2007年度 1,474,931バーツ 約420万円 

2008年度 4,381,740バーツ 約1,250万円 

2009年度（7月末時点） 987,940バーツ 約280万円 

計 6,844,611バーツ 約1,950万円 

 

（2）タイ側 

1）カウンターパート（ステークホルダー）の配置 

本プロジェクトでは、中央政府からコミュニティまで多様なステークホルダーが関与し、

時に応じて直接・間接に裨益している。そのため、通常のプロジェクトのように「カウン

ターパート」という形で特定していないが、特に中間レビュー調査時点で関与の度合いの

高い人たちを「ステークホルダー」としてまとめている（付属資料1-ANNEX 6参照）。中央

レベルでは39名、チェンライ県で32名、コンケン県で38名、ノンタブリ県で30名、スラタ

ニ県で36名、計175名となっている。主な構成メンバーは、2省7局の担当者、県保健事務所、

県福祉事務所、コミュニティ病院、PCU、老人福祉センター、市町村自治体（テーサバーン、

TAO）、保健ボランティア・高齢者ボランティアのリーダー、老人クラブリーダー、その他

地域団体の代表などである。 

その他、プロジェクト秘書2名をタイ側が雇用し配置している。 

 

2）施設など 

タイ側は、本プロジェクトの拠点となるプロジェクト事務所をMOPH内に開設し、基本的

な施設、備品などを提供している。また、4対象地域では、適宜必要に応じて、会議・研修

会場などを提供している。 

 

3）運営費・活動経費 

プロジェクトの運営費〔タイ側旅費（日当・宿泊費含）、会議費、通信連絡費、など〕、

及び4対象地域におけるプロジェクト活動を実施するにあたり必要な活動経費は、基本的に

タイ側が負担している。財源が多岐にわたるうえに、プロジェクト経費と区分できない財

                                                        
7 1バーツ＝2.85円（2009年8月現在）で換算。 
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源も多数あり、その全貌を把握することは困難であるが、参考までに本中間レビュー調査

で把握されたこれまでの支出総額は1,004万1,456バーツ（約2,861万8,150円）であった（付

属資料1-ANNEX 4参照）。 

 

３－２ 活動実績 

PDMに基づく活動の実績は、以下のとおりである。 

（1）成果1に関する活動 

成果1 対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスに関係する機関が計画策定

に参加する枠組みが構築される。 

活動1-1 ４県においてモデル案試行の対象サイトとするタンボン（以下、対象地域とする）が、

2007年12月にそれぞれ1つずつ選定された。 

活動1-2 チェンライ、コンケン、ノンタブリにおいて2008年3月までに、またスラタニにおいて

も2008年5月に作業委員会（Working Committee）が設立された。この他、県委員会

（Provinicial Committee）が各地域で設立され、地域委員会（Community Committee）

がコンケンにおいて設立されその他地域では同等の機能をもつ地域会合が不定期に開

催されている。 

活動1-3 作業委員会に参加する関係機関の役割と責任が、2008年3月から5月にかけて、規定さ

れた。 

活動1-4 各対象地域において、プロジェクト実施のための計画を策定した。 

その他 ・JCCのメンバーが選定され、その会議がこれまでに4回、開催された 

・プロジェクト運営委員会（Project Steering Committee）のメンバーが選定され、およ

そ3カ月に1回の割合で開催された（計6回）。 

・2007年12月に、中央レベルにおいて「週例会議」が設置され、ほぼ毎週開催され、

その記録も残されている（計55回）。 

・日本人専門家によって、アドボカシー活動が行われた。例えば、タイで開催された

第三国研修への参加、高齢者デーの式典への参加、日本のテレビでの紹介（東京12

チャンネルの外務省広報番組）。 

・アドボカシー・啓発のための広報ツール（ロゴ、ジャケット、シャツなど）が制作

され、対象地域に配布された。 

 

（2）成果2に関する活動 

成果2 対象地域における高齢者向け保健医療・福祉サービスの状況が分析される。 

活動2-1 高齢者向け保健医療・福祉サービスに関する情報を収集するための質問票/情報収集シ

ートが作成された。 

・2008年3月に派遣された短期専門家の指導の下、作業が開始され、その後タイ側によ

って2008年7月のプロジェクト運営委員会後に完成した。 

活動2-2 関係するスタッフに対しオリエンテーションとトレーニングを行った。 

・2008年3月に派遣された短期専門家によって調査手法のオリエンテーションとトレー

ニングが実施された。 

・2008年6月に「高齢者調査」のワークショップが開催された。 

活動2-3 地方自治体の財政的能力が調査された。 

・短期専門家の派遣期間中の2008年8月～9月に実施された。 

活動2-4 地方自治体の技術的能力が調査された。 

・短期専門家の派遣期間中の2008年8月～9月に調査が実施された。 
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活動2-5 高齢者及び保健医療・福祉サービスに関する情報収集の責任を負うべき機関を決定し

た。 

・短期専門家の派遣期間中の2008年8月～9月に決定された。 

活動2-6 各対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスを提供するリソースとメ

カニズムを明確にした。 

・短期専門家の派遣期間中の2008年8月～9月に実施された。 

活動2-7 コミュニティにおける情報共有メカニズムを明確にした。 

・短期専門家の派遣期間中の2008年8月～9月の調査によって概要が把握された。 

活動2-8 各対象地域において保健医療・福祉サービスに関する高齢者のニーズを確認した。 

・「高齢者調査」が2008年7月～9月に実施された。そして、データ入力、基礎的分析が

タイ側により行われた。 

・活動2-9のとおり、最終分析が完了し、高齢者のニーズが確認された。 

活動2-9 調査結果を分析した。 

・2009年1月に短期専門家の指導の下、最終分析が完了し、高齢者のニーズが確認され

た。 

活動2-10 モデル案の枠組みが検討され、各対象地域の試行モデル案（ドラフトモデル）が検討

されつつある。 

・2009年5月～6月、短期専門家の指導の下、各対象地域で試行モデル案（ドラフトモ

デル）が議論され、現在、計画を詰めている段階である。2009年9月にCTOPとして

の「モデル案」が確定する予定である。 

 

（3）成果3に関する活動 

成果3 モデル案が策定され、試行される。 

活動3-1 地域委員会（Community Committee）の設置、またはそれと同様の機能をもつ会合が不

定期に実施された。 

・コンケンにおいて、2008年11月に正式な地域委員会が設置された。 

・他の3地域では正式な地域委員会は設置されていないが、有機的な地域会合によって

同様の活動が進められている。 

活動3-2 高齢者に対する保健医療・福祉サービスの内容を具体化については以下のとおり。 

・各地域で「地域計画」が議論され、2009年4月にプロジェクト運営委員会で発表され

た。その後、試行モデル案の形成を行っている段階である。 

活動3-3 各対象地域において、関係機関の役割と責任、及び他機関との連携方法を明記した規

定（ガイドライン）については以下のとおり。 

・2009年5月～6月に、各対象地域において試行モデル案の実施方法などについて、議

論が始められた。 

・2009年9月に、これらを取りまとめた「ガイドライン案」が作成され、プロジェクト

運営委員会で発表される予定である。 

活動3-4 高齢者向け保健医療・福祉サービスを提供するための方法と手順（県と郡レベルの連

携を含む）を明確にするために、短期専門家の派遣期間中の2009年5月から議論が始め

られている。その内容は、上記3-3にある「ガイドライン案」に盛り込まれる予定であ

る。 

活動3-5 コミュニティのメンバーによる保健医療・福祉サービスの評価については以下のとお

り。 

・いずれの対象地域においても、試行モデル案の実施にあたり、評価を開始し始めて

いる。一例はチェンライでの高血圧プロジェクトに関する満足度調査など。 

・詳細な情報は2009年8月時点ではまとめられていない。 
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活動3-6 高齢者向け保健医療・福祉サービスに関する情報発信については以下のとおり。 

・「エリア・ワークショップ」が、コンケン及びスラタニにおいて、2009年5月～6月に

開催され、「高齢者調査」の結果や試行モデル案に関する進捗について、地域住民に

対して発信された。また、チェンライ、ノンタブリにおける「エリア・ワークショ

ップ」の開催が、2009年8月～9月に予定されている。 

・試行モデル案に係るワークショップが2009年9月に各対象地域において予定されてい

る。 

・中間レビュー時のアンケート調査によると、チェンライ、コンケン、ノンタブリの

関係者間において、それぞれの地域での実践の他地域への発信（視察受け入れ、情

報交換、講師として派遣など）が随時行われている。 

活動3-7 最終的な「試行モデル案」は決定されていないものの、中間レビュー調査時点におい

て、各対象地域ではさまざまな活動が試行的に実施されている。 

・調査団が視察したチェンライでは、高血圧プロジェクトが実施され、活動実施後に

は「サービス満足度調査」を実施し、サービスの改善を導こうとしている。これに

は、既存の保健ボランティア、高齢者ボランティア、コミュニティ病院などが連携

している。また、同時に県福祉事務所を中心とするグループは「高齢者調査」のデ

ータをデータベース化し、今後、高齢者サービス提供のための一元的データベース

に発展させていきたい意向である。また、テーサバーン自治体ではこれらの実態を

基に「3カ年総合計画」を策定した。 

・コンケンでは「高齢者調査」の結果より、目の疾患に悩む高齢者が多いことが分か

ったことから、コミュニティ病院・精密医療機器メーカーと協力して、アクション

リサーチを実施し、医療と福祉の観点からニーズを取りまとめ、現在、「Eye-on-Eye

プロジェクト」を進行中である。この活動の資金は県福祉事務所が提供し、TAOが

検査場所や高齢者の移送手段を、また病院と精密医療機器メーカーが検査の技術的、

ハード的支援をしている。県赤十字も支援（メガネの供与など）を検討している。

・ノンタブリに関しては、「高齢者調査」を踏まえTAOが「3カ年総合計画」を策定し、

14の事業を盛り込んでいるという。いずれの事業も7つのステップ（調査、分析、計

画、実施、評価、フィードバック、グランドモデル作成）を踏むよう規定されてい

る。14事業の1つには、例えば、近隣の世帯同士が助け合う「ファミリー事業」があ

る。またTAOの活動とは別に、県と共同で、ケア支援者養成研修（計140時間）を実

施しており、将来は国のホームヘルパー事業への発展をめざしている。また、各種

地域施設でも活発な活動が行われており、CTOPモデル案への統合が期待される。例

えば、ある高齢者福祉センターでは、TAO、高齢者クラブが中核となって、高齢者

のための活動（旅行会、ダンス会、健康教室など）が提供されている。 

・ ス ラ タ ニ に つ い て は 、 地 域 住 民 が 積 極 的 に 関 与 し て い る こ と 、

「One-stop-mobile-service」の案などが出されているとの報告もあり、9月（来月）予

定されている「エリア・ワークショップ」での実績収集がまたれる。 

活動3-8 中間レビュー調査時点では、試行モデル案の試行の過程で、一部の地域（チェンライ、

コンケン）において試行モデル案のモニタリングとフィードバックが既に行われてい

ることが確認された。 

・視察したチェンライにおいては、高血圧プロジェクトに関して、チュラロンコン大

学の技術支援を得て、利用者満足度調査を実施し、その結果を次の計画策定に生か

すなど「利用者本位のサービス形成に向けたマネジメントサイクル」が既に実施さ

れている。これは、今後のモデル案形成のよいヒントとなる。 
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（4）成果4に関する活動 

成果4 最終的なモデルが策定される。 

活動4-1 

活動4-2 

活動4-3 

現在は、上記の成果3に記したように、各対象地域で「試行モデル案」が形成されて

いる段階である。今後、CTOPとしての「モデル案」が決定され、その後、プロジェ

クト終了時までに「最終モデル」が確定される予定である。 

 

（5）成果5に関する活動 

成果5 高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化される。 

活動5-1 研修の対象となるグループ（地方行政官、サービス提供者、ケア・コーディネーター、

地域委員会のメンバーなど）を確定した。 

・2008年に実施された本邦研修に向けて、2008年8月～10月に研修の目標と対象者につ

いて議論され、2008年10月のプロジェクト運営委員会において決定された。 

・2008年9月に、第1回本邦研修「コアチーム形成研修」の参加要件が決定された。 

・2008年の11月～12月にかけて研修ガイドラインについて議論され、同12月に“How to

Enhance Local Ownership at CTOP Project”という形で基本方針がまとめられた。 

・2009年5月に、第2回本邦研修「プロフェッショナル・ケア技能研修」の参加要件が

決定された。 

活動5-2 ・各種調査によって、地域のニーズを分析し、「自立した保健サービスを必要としない

高齢者」、「自立しているが保健サービスを必要とする高齢者」、「社会的には自立し

ている保健サービスを必要とする高齢者」、「社会的にも保健サービス的にも支援が

必要な高齢者」の4群に区分した。また、行政や地域のキャパシティ、ステークホル

ダーが把握された。また、それらを踏まえ人材開発ニーズが整理された。 

活動5-3 ・上記5-1の“How to Enhance Local Ownership at CTOP Project”の方針及び5-2のニーズ

把握によって、最終的な「人材育成ガイドライン」がプロジェクト終了までのでき

るだけ早い時期に完成される予定である。 

活動5-4 上記5-1、5-2の分析に基づき、随時研修が実施されている。これまでに実施された研

修は以下のとおり。 

・プロジェクトで直接企画・実施したものとしては、2回の本邦研修がある。2008年度

は「コアチーム形成研修」で19名が参加、2009度年は「プロフェッショナル・ケア

技能研修」で14名が参加した。さらに、各短期専門家派遣時の各種ワークショップ

（テーマは、統計、高齢者調査の手法、結果分析、試行モデルの紹介など）を実施

した。 

・また、各対象地域の体験を共有する「エリア・ワークショップ｣が2009年に2カ所で

実施され、今後他2カ所でも開催予定である。 

・その他、タイ側自主的で対象地域において各種研修が実施されているが、詳細は本

中間レビューでは把握できなかった。 

・今後、本邦研修「プロフェッショナル・ケア技能研修」の受講者によって2009年度

中に「コミュニティ・ケア研修」が8タンボンで実施される予定である。 
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３－３ 成果達成状況 

PDMの指標に基づく成果の達成状況は、以下のとおりである。 

（1）成果1：対象地域において高齢者に対する保健医療・福祉サービスに関係する機関が計画策

定に参加する枠組みが構築される。 

成果1の指標 結  果 

1-1 作 業 委 員 会 （ Working 

Committee）の会合が定期

的に開催される。 

 

各対象地域において、作業委員会が設立され、その役割と責任が

規定された。その他、県委員会、地域委員会も設置されている。実

際には各地域の実情に応じて、試行モデル案を形成・試行するため

に必要なフレキシブルな枠組みが形成され、機能している。具体的

には、以下のとおり。 

・チェンライでは、作業委員会と関係者の共同作業により、試行モ

デル案の開発と実施に必要な機能を果たしている。しかし、中央

や県の関係者と共有できるような、委員会の会合に関する正式な

記録や活動記録が残されていないのが今後の課題である。 

・コンケンでは、県委員会が毎月開催されており、記録も残されて

いる。また、適宜県知事も出席している。タンボンレベルでは、

関係者間で試行モデル案の実施に関する頻繁に会議が開催され

ている。 

・ノンタブリでは、中央の担当者によると、県委員会が月例会議を

開催し、記録も残しているとのことであるが、レビューチームと

しては確認できなかった。タンボンレベルでは、活動を実施する

ための不定期な会合は開かれているということであるが、記録の

有無は確認できなかった。 

・スラタニでは、県においてはこれまで１～2回の会合が開かれた

のみである。タンボンレベルでは、毎月会合が開かれ、作業委員

会の委員も参加している。しかし、意思決定層が参加していない

ため、活動の進捗は緩慢である（アンケート結果より）。記録の

有無は確認できなかった。 

1-2 作業委員会に参加する機

関の役割と責任が明記さ

れたリストが作成される。 

作業委員会及び関連する組織のメンバーリスト、それぞれの役割

と責任に関する文書が、チェンライ、コンケン、ノンタブリで2007

年12月、またスラタニで2008年6月に完成した。そして、2009年4月

の第5回プロジェクト運営委員会で関連文書が発表され、共有され

た。 

いずれの対象地域においても、委員会の記録を残し、委員会の活

動をモニタリングできるメカニズムを、関係者の負担にならない程

度の柔軟な形で構築することの必要性が指摘された。 

1-3 各対象地域の活動計画が

プロジェクト運営委員会

（Steering Committee）で承

認される。 

活動計画（地域によっては「地域計画」と呼称）が各対象地域で、

2009年3月～4月に作成され、第5回プロジェクト運営委員会で発表

された。しかし、一部の地域のものは従来から実施されている事業

のリストのようにも見受けられ、CTOPでめざす「モデル案」とし

ていくためには、CTOPの独自性である保健医療と福祉の統合、と

いう点を更に強化し、プレゼンテーションの質を高めていくことが

必要とされた。アンケート結果において、現場の一部（特にタンボ

ンレベル、住民レベル）関係者に、プロジェクトの目標や進め方の

方法・手順が認識されていないとの指摘があったこともあり、プロ

ジェクトとして今後末端の関係者まで十分巻き込んでいく努力が

求められる。 
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以上のように、PDMの指標に基づくと、当初想定されていた成果１は達成されているとい

える。 

しかしながら、現場では実質的で実効的な枠組みが形成されているものの、その実態を把

握し、プロジェクト関係者と共有していく仕組みが十分とはいえず、今後も引き続きモニタ

リングを行い関係者の能力向上を図っていくことが必要である。また、各対象地域にて作成

されている活動計画についても、その目的や内容、期待される成果などがより明確化され共

有されるために、文書の形として残していくことが必要である。 

他方、プロジェクトでは当初計画されていなかった「週例会議」を中央レベルに設置し、

毎週会議を開き、プロジェクト進捗の共有と課題解決に向けた意思決定を行っている。これ

が、日本の行政的な会議のもち方や時間軸を議論を通じ定めていくことをC/Pに教えることに

つながっており、多岐にわたる関係者を結び調整するメカニズムを強化することにつながっ

た。プロジェクト期間中だけでなくプロジェクト終了後にもこのようなメカニズムを継続的

に確立することは有意義であろう。 

 

（2）成果2：対象地域における高齢者向け保健医療・福祉サービスの状況が分析される。 

成果2の指標 結  果 

2-1 対象地域における分析結

果が中央政府に提出され

る。 

 

日本人専門家の技術的支援を受け、主にタイ側によって「高齢者

調査」と「地域ニーズ及び地域資源調査」が実施された。その結果

は、タイ側が入力、基礎的データ分析を行い、日本人短期専門家の

支援を受け最終的な分析結果がまとめられ、2008年12月の第4回プ

ロジェクト運営委員会で発表された。 

各対象地域ではこれらのデータを活用し、試行モデル案を開発し

ている。例えば、チェンライの作業委員会では包括的な地域高齢者

データベースに発展させており、現在、高齢者ケアサービス関係者

が利用できるような一元的なデータベース化をめざしている。コン

ケンでは、高齢者調査結果に基づき特に問題の発見された「目」に

関するアクションリサーチ（約100名対象）を独自に実施し、その

結果を基に現在“Eye-on-eye- project”を実施中である。 

一部のプロジェクトの現場では、このようなエビデンス・ベース

の発想で活動を進めていくうちに、初期の実態調査だけでは不十分

で、ユーザーニーズを計る継続的なモニタリングプロセスが必要で

あると認識するようになっている。 

2-2 各対象地域より提出され

た分析結果が中央レベル

において包括的に分析さ

れる。 

2008年12月の第3回JCCにおいて、各対象地域の分析結果が中央の

関係者と合同で議論された。さらに、2009年1月に派遣された短期

専門家によってワークショップが開催され、各分析結果について更

に深い理解を促すとともに、調査の質の向上に関する助言が与えら

れた。 

 

以上の進捗を踏まえると、PDMの指標に基づく当初想定されていた成果２は達成されてい

るといえる。 

ただし、ここでタイ側から、初期の実態調査だけでは不十分で、継続的なモニタリングと

そのフィードバックによる試行モデルの質の向上が必要という認識が強調された。 
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（3）成果3：モデル案が策定され、試行される。 

成果3の指標 結 果 

3-1 モデル案がJCCによって承

認される。 

 

現在、各対象地域で「試行モデル案」が形成され、適宜試行されて

いる。また、中間レビュー時において、「最終モデル案」の定義が

設定された。今後、これに基づいて、2009年9月（来月）に「モデ

ル案」が決定される予定である。その後、試行・改定され、2009年

12月のJCCで承認される予定である。 

 

活動計画に基づき、現在、各対象地域で「試行モデル案」が形成され、現在、試行的に実施

されている。そして、2009年9月には「モデル案」が決定され、同12月のJCCで承認される予

定である。したがって、成果３が今年中に達成される見込みは高い。 

 

（4）成果4：最終的なモデルが策定される。 

成果4の指標 結 果 

4-1 最終モデル案がJCCによっ

て承認される。 

 

成果3で述べたように、「モデル案」が2009年12月のJCCで承認され

る可能性は高く、その後、「モデル案」の試行と精査が行われ、プ

ロジェクト終了までには「最終モデル」が確定される計画である。

 

以上のような進捗から、プロジェクト終了までに、「最終モデル案」が確定される見込みは

高く、従って、成果4が達成される見込みは高い。 

 

（5）成果5：高齢者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の能力が強化される。 

成果5の指標 結 果 

5-1 トレーニング受講者がト

レーニングの内容に満足

する。 

 

2008年度と2009年度に、2回の本邦研修が実施され、計33名が参

加した。参加者へのインタビュー及びアンケート結果から、研修内

容やタイの地域への適用可能性について高い満足度が示された。特

に、日本の自治体における多彩なサービス（健康増進プログラム、

長期介護システムなど）や、事業の標準化の必要性等、学ぶ点が多

く、自分達の現場へ応用できるものが多数あるとの声が聞かれた。

更に高く評価される点として挙げられるのが、これら本邦研修受

講者によって学んだことが現場に還元されていることである。これ

は、受講者の研修に対する深い理解と高い満足度や有効性を反映し

たものと考えられる。 

一方、タイ側は独自にさまざまな研修を実施している。しかし、

その参加者の満足度を含む詳細については、CTOPプロジェクトと

して把握できていない。今後、詳細を把握するとともに、その内容

や成果を検証し、改善点があれば指導していく必要がある。 



 

－28－ 

 
5-2 人材育成ガイドラインが

作成される。 

人材育成に関する基本方針である「How to Enhance Local 

Ownership at CTOP Project」は2008年12月にまとめられているが、最

終的な「人材育成ガイドライン」は、現在、検討中である。本中間

レビュー調査のなかで、タイ側主導のさまざまな研修の質を担保す

るためのモニタリング・評価方法などの方策も、5-2の「人材育成ガ

イドライン」に盛り込まれる必要性が指摘された。また、アンケー

ト結果から、特にサービスを提供するボランティアやその指導者へ

の研修のニーズが高いことが把握された。さらに、一部では標準化

した研修カリキュラムを求める声もあった。今後CTOPとしてこれ

らの多様な要望にどこまで応えていくか、検討が必要であろう。 

 

人材育成については、「人材育成ガイドライン」につながる基本的方針が示され、本邦研修

によって中央レベルから現場レベルまでコアになる人材が育成されてきており、タイ側主導

の研修にも弾みとなっているようにみえる。しかし、具体的な内容を盛り込んだ最終版「人

材育成ガイドライン」の作成はまだ端緒についたばかりである。また、タイ側主導で実施さ

れている各種研修の実態把握とその質の向上に向けた協力も、これからのCTOPの検討課題で

ある。このような状況を勘案すると、現時点では成果5は部分的な達成といえる。 

 

３－４ プロジェクト目標の達成見込み 

（1）指標に基づいた評価 

本プロジェクトのプロジェクト目標は「モデルが全国での活用に向けて発信される」であ

る。また、その指標は、①モデルが国家レベルの会合で発表される、②国家高齢化対策委員

会、MOPH、MSDHS、内務省に対し、モデルの全国普及に向けた提案がなされる、の2つであ

る。 

指標①について、現在、モデル案が形成され試行されつつあるところで、2009年12月のJCC

で「モデル案」が承認され、プロジェクト終了までには「最終モデル」が確定される見通しは

大きい。また、全国レベルで「発表される」点については、タイ側でもその方策を検討して

おり、前向きに取り組んでいく姿勢が示された。さらに、現在「エリア・ワークショップ」

を通じて試行モデル案が発信されていることや、中間レビュー調査で実施したアンケートで

もタンボンレベルで周辺地域への発信が既に行われていることが報告されている。このよう

に現場レベルでの積極的な発信が既に行われていることを推量すると、JCCにとどまらず、多

様なレベル（県、郡、タンボン）に対しての「発信」が期待されるところである。 

次に指標②については、これからの重要な検討課題が含まれている。それは、「モデルの全

国普及に向けた提案」がどのような形でまとめられるかである。中間レビュー調査で実施し

たアンケート結果から、7割近くの関係者がモデルの普及の可能性を認めている。しかしその

ためには、具体的なモデルの説明、その実施方法など包括的かつ具体的な文書に取りまとめ

公表していくこと、更には国家政策に盛り込んでいくことの必要性が多く指摘されている。

したがって、今後CTOPとして、全国普及に向けた提案をどのような形でまとめていくのか、

現場の声を踏まえて検討し、文書化することが重要となってくるであろう。この提案が文書

化されれば、全国への「発信活動」（普及活動）に弾みがつくものと思われる。 

以上より、プロジェクト終了までにプロジェクト達成の見込みは高いものの、プロジェク

ト目標達成に向けて今後検討されるべき重要な課題が残されているといえる。 
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（2）プロジェクト目標に係る共通認識の醸成 

上述のとおり、PDMの指標に基づくと、プロジェクト終了までにプロジェクト達成の見込

みは高いと判断されるものの、本中間レビュー調査では更に一歩進めて、プロジェクト目標

に係る共通認識をタイ側と確認するプロセスをとった。前述のとおり中間レビューにおいて

「評価のスコープ」を設定し、その1として「統合モデルのおおまかな姿」を、その2として

「プロジェクト終了時のあるべき姿」を共有するということを掲げた。ここでは、本中間レ

ビュー調査期間中の関係者間の議論によって形成された共通認識について、整理しておきた

い。 

最初に、プロジェクト目標で完成をめざす「統合モデルのおおまかな姿」が共有された。

それによると各対象地域で行われる個別の「試行モデル案（事業）」を意味する「狭義のモデ

ル」と、その総体を表す「広義のモデル」の2つがあるとされた。 

「狭義のモデル」については「統合（integration）」

がその条件（criteria）となる。そして、図－２に示す

ように、統合は「プレーヤー（活動主体）」、「コンテン

ツ（サービス内容）」、「情報マネジメント」の3つのい

ずれかの側面で行われることとされている。 

① プレーヤー（活動主体）：プロジェクト実施に参

加する者の統合、すなわち福祉と保健医療分野

の関係者及び地方自治体関係者、地域住民との

連携 

②コンテンツ（サービス内容）：福祉と保健医療分

野、地方の独自のサービス間の連携と協調 

③情報マネジメント：保健医療、福祉サービス提供

に係る情報の一元化である。 

    

また、本中間レビュー調査を通じ、タイ側が「プロジェクト終了後のあるべき姿」として

極めてボトムアップ的な発想をもっていることが確認された。より具体的には、狭義のモデ

ルは、地域の最終受益者である高齢者の視点に立った「利用者本位のサービス」でなければ

ならないという点がタイ側により強調された。そのために必要不可欠なものとして、地域リ

ーダーやボランティア、更には高齢者及びその家族も含む、地域住民の参加が重要であると

した。これら多くの地域住民の理解と参加によって地域で支え合う仕組み、すなわち「地域

のエンパワメント」をめざす方向性が示された。また、利用者本位のサービスを開発するた

めには、「根拠に基づくサイクル型手法（evidence-based cyclical prodedure）（問題分析―計画策

定－モニタリング―改善のサイクルを繰り返す）」を取り入れる必要がある点が、新たに着目

された。このような利用者本位のサービスが各コミュニティで実施され、発展していくとい

う方向性をプロジェクト終了後にもめざしていくということが確認された。 

 

３－５ 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトの上位目標は「“コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統

合型モデル”が全国で活用される」で、その指標は「2014年10月までに、全国各県の15％以上の

統合

プレーヤー
（活動主体)

コンテンツ
（サービス内容)

情報マネジメント

統合

プレーヤー
（活動主体)

コンテンツ
（サービス内容)

情報マネジメント

図－２ 狭義のモデルの3つの特質
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タンボンでモデルが活用される」である。 

これまで述べてきたように、各対象地域でそれぞれ「試行モデル案」が実施されており、また

現場レベルでは周辺地域への「発信」活動も行われつつある。これらの実績に加えて、タイ政府

における高齢化対策拡充の緊急性と地方自治体の意思決定層における高齢者プログラムへの高い

関心を勘案すると、「最終モデル」の全国普及の可能性は高く、上位目標の達成される見込みは高

い。 

しかしながら本中間レビュー調査において、上位目標の達成度を計る基準の検討を要すること

が指摘された。具体的には、どのような基準で「モデルが活用された」タンボンを判定するか、

またどのようにしてそのデータを収集するかといった問題である。 

また、数値目標の達成見込みについてより具体的に考察してみると、現在の全国のタンボン（行

政区）数は7,255であり、上位目標の目標値の15％とは1,088になる（表－７）。プロジェクトの対

象4県内のタンボン数は計506で、仮にこれらがすべてモデル案を活用したとすると、目標値の47％

が達成されたことになる。これは、県委員会の役割のなかにモデル案の県内への普及・拡大を盛

り込めば、実現可能と考えられる。しかし、残りの53％に対してどのようにアプローチしていく

か、現時点では白紙であり、今後のプロジェクトの戦略づくりの重要ポイントとなるであろう。 

 

表－７ 上位目標のターゲットとなるタンボン（行政区）数 

 チェンライ コンケン ノンタブリ スラタニ 計  全国の15％

人口 1,274,214 1,767,643 905,197 920,283  ― ―

タンボン（行政区） 124 199 52 131 506 ― 1,088

市町自治体 25 31 9 21 86  ―

タンボン自治体 120 194 37 119 470 556 1,011

 

CTOPのモデルとは、４－１－２で詳述するように、「統合」を基本概念としさまざまな形態に

発展する可能性があり、また地域のニーズとリソースによってそのテーマも千差万別になること

が想定されるため、CTOPモデルのどの部分あるいはどの程度を活用したら「モデルを活用した」

と判定されるのか、その検証の仕方について、終了後評価時までに明確にしていく必要がある。

また、その判定基準に従ってデータを収集しておく必要がある。 

 

３－６ 実施プロセス 

（1）進捗プロセスの確認 

プロジェクトの活動計画とその進捗状況の概略は以下のとおりである。 

 実施時期 活動内容 

約1年 

計画 2007年11月～08年11月 対象地域の情報収集・分析、人材養成の計画策定 

実績 2008年3月～10月 高齢者調査の実施と分析 

2008年8月～9月 タンボンの高齢者関連活動と地域資源分析 
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約2年目 

計画 2008年11月～09年12月 「モデル案」の決定と承認 

実績 2008年11月 人材育成（本邦研修、中核チーム形成研修） 

2008年12月 

2009年1月 

人材育成の基本方針の策定 

地域ニーズの分析 

2009年6～7月 人材育成（本邦研修、プロフェッショナル・ケア技能研修）

2009年5～8月 

 

「試行モデル案」の模索・試行、エリア・ワークショップに

よる「発信」 

2009年9月 

 

各対象地域の「モデル案」の決定と「実施ガイドライン」の

策定（予定） 

2009年12月 「モデル案」の承認（予定） 

約3年目 

計画 2010年1月～10年12月 「モデル案」の対象地域における試行 

約4年目 

計画 2010年11月～11年10月 試行結果を踏まえた「最終モデル」の確定 

「最終モデル」の全国への「発信」 

 

2省・7局にまたがり、また中央から地域住民まで巻き込む壮大な枠組みを有するプロジェ

クトであるため、軌道に乗るまでにやや時間を要したが、中央のリーダーシップ、中間レベ

ルの運営力、現場での努力などによって、現在ではほぼ当初予定どおりに進捗している。 

 

（2）プロジェクトの実施体制 

繰り返し述べてきたように、本プロジェクトは2省・7局を中央のC/P機関とし、4つの対象

地域を抱える広範で複雑な実施体制を有する。しかし、中間レビュー調査時に実施した本省

の各地域担当者へのインタビューやアンケートなどによると、中央と4つの各対象地域を結ぶ

コミュニケーションは、電話、メール、公式レター、直接協議などにより適宜行われ、ほぼ

スムーズに行われており問題がないという。 

また、対象地域内で設置された、県レベルの県委員会、タンボンレベルの作業委員会、村

レベルの地域委員会の運営はばらつきがあり、必ずしも正式な形で開催されていない地域も

みられるものの、それぞれの地域で現場の事情に合わせた実効性のあるグループが形成され、

プロジェクト活動を行ううえで必要な会合・コミュニケーションをもっており、有機的に機

能していることが確認された。本中間レビューチームとしては、プロジェクトが規定した形

態にこだわらず、むしろ各地の実情や活動の必要性に応じて実施体制が構築される方がよい

と判断した。しかしながら、今後は「モデル案」の形成プロセスや改善プロセスの把握と教

訓の整理が重要となってくることから、中央・他地域が把握できるような、簡易でかつ柔軟

な実施体制のモニタリングメカニズムを開発する必要性を指摘した。会議の記録を文書で残

すことなどを検討する必要があるだろう。 

上記の当初想定されていた実施体制に加え、日本人専門家の発案で中央レベルにおける「週

例会議」を設置したことは、上記の実施体制内のコミュニケーションを深め、意思決定を迅

速にし、プロジェクトのスムーズな進捗に寄与している。 
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第４章 評価5項目によるレビュー結果 
 

実績と実施プロセスの調査結果を踏まえ、評価5項目に基づき分析した。今回の評価は中間レビ

ューであることから、妥当性、効率性の2つの項目については実績に基づいて評価した。また参考

として有効性、インパクト、持続性（見込み）についても、可能な限り情報収集を行い、評価を

実施した。 

 

４－１ 評価5項目の評価結果 

４－１－１ 妥当性 

妥当性とは、被援助国のニーズとの整合性、日本の援助としての妥当性を検討する評価項目

である。本プロジェクトの妥当性は高いと評価できる。その根拠を以下に示す。 

（1）タイの政策・ニーズとの合致 

タイ政府は急速に進む高齢化を社会経済の発展に重大な影響を及ぼす問題として認識し

ており、高齢化に関する国家計画を打ち出している。具体的には、「高齢化に係る第1次国

家計画（1982 ～2001）」において家族によるケアを中心に据えた戦略が策定され、「高齢化

に係る第2次国家計画（2002～2021）」では、個人の備えの重要性と、それを支援する家族、

コミュニティ、地方行政の責任についてふれ、政府による社会保障制度の充実や体制・人

材の整備の方向性について述べている。さらに、同第2次国家計画で提案された内容を実施

するための法的根拠として「高齢者法（Act on Older Persons）」が2004年に施行された。加

えて、包括的な開発計画である「第10次国家開発計画（2007～2011）」においても、社会開

発戦略の一環として、高齢者を含む社会的弱者に対する福祉サービスにかかわる記述があ

り、サービス提供におけるコミュニティの役割の重要性が強調されている。 

現在、タイ政府は高齢者法の下で、国家高齢化対策委員会（National Commission in the 

Elderly）を設置するなど、省庁を横断する枠組みを形成したうえで、具体的な高齢化対策

を進めようとしている。 

このようなタイの背景と現状において、高齢化先進国である日本が、本プロジェクトを

実施し、技術支援する妥当性は極めて高い。 

 

（2）サイト選定・投入分担の適切性 

モデルサイトの選定については、基本的にはタイ側が主体的に選定を行ったが、将来的

に普及発展させることを考慮し、北部、東北部、中部、南部の各地域から1県ずつ選ばれて

いる。いずれも、異なった特色を有する地域であり、全国展開のモデルをつくるうえで、

適切な選定となっている。さらに、ある程度の地元の人的・社会的ポテンシャルの存在と、

中央からの交通の利便性もサイト選定にあたっては考慮されたとのことである。 

さらに、投入の分担についてみると、タイは中進国への仲間入りをめざす段階にある国

であり、中央レベルにおける人的・財政的キャパシティはある程度のレベルに達している

ため、プロジェクト運営に係るタイ側の経費や、各対象地域におけるモデルの活動費は基

本的にタイ側の負担となっている。他方、日本側は長期専門家2名、年2～3名程度の短期専

門家、本邦研修の他は、一部の現地研修・ワークショップ開催費用など基本的なプロジェ

クト運営にかかわる経費のみの負担となっている。この投入の分担も、タイ側の体力に照
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らして妥当であるといえる。 

 

（3）日本政府及びJICAの対タイ援助方針との整合性 

日本は、外務省の「対タイ経済協力計画」において、高齢化は同国の重要な問題として

述べられている。また、JICA国別援助実施方針においても、重点分野「社会の成熟化に伴

う問題への対応」の「高齢化対策プログラム」のなかに、本案件は位置づけられている。

これらにより、本プロジェクトは、タイに対するわが国のODAの政策、JICAの援助方針と

整合している。 

 

（4）日本の技術、経験の優位性 

欧米先進国に比してタイの高齢化のスピードは極めて速い。先進諸国のなかでも特に急

速な高齢化を経験し、これに対処するためにさまざまな対策を講じてきた日本の経験やノ

ウハウはタイにとっても参考になると考えられる。具体的には、コミュニティ・ベースの

高齢者に対するケア・サービスを重視するタイの戦略的方向性は、近年の日本における在

宅医療・在宅福祉サービスの重視と健康づくり・介護予防の推進という方向性と軌を一に

するものである。また、高齢者保健福祉施策において国と地方の役割分担と連携が明確で、

財政的にも法令や基準に基づき分配されている日本の仕組みは、地方分権の大きな流れの

下、暗中模索しながら高齢者保健福祉サービスの基盤を創ろうとしているタイにおいても

参考になるものと考えられる。このような観点から、本プロジェクトの妥当性は高い。 

 

４－１－２ 有効性（参考） 

有効性とは、プロジェクトの実施によって期待された効果（プロジェクト目標の達成）が得

られたかどうか、また、それらは各成果の達成によってもたらされたかどうかを検討する評価

項目である。 

これまでの状況を総括すると、多くの成果が初期に想定されたレベルを達成完了あるいは今

後達成予定であり、プロジェクト目標もプロジェクト終了までに達成される見込みは高い。し

かし、プロジェクト目標及び上位目標の達成に向けて、今後の課題がいくつか指摘されている。 

（1）各成果の達成状況とプロジェクト目標達成に向けての課題 

３－３｢成果の達成状況」や３－４の｢プロジェクト目標の達成見込み」で確認した達成

状況とそれらがプロジェクト目標の達成に結びつくための今後の課題について、図－３に

整理した。 

成果1と成果2は当初想定されていた成果を達成している。ただし、プロジェクト目標の

達成さらにプロジェクト終了後の自立発展を見据えると、図－３に示したようにそれぞれ

の課題が今回の中間レビュー調査の議論のなかで指摘された。成果3については、2009年12

月に達成される予定であるが、その後のモデル案の試行と精査によって、成果4の達成につ

ながる。成果4は、遅くともプロジェクト終了までに達成予定であるが、その後のモデルの

「発信」に向けた包括的な文書化の作業も必要であり、その時間を確保するために、可能

な限り早いタイミングで成果4を達成することが必要であろう。成果5は、最終版の人材育

成ガイドラインの完成が重要である。また現在タイ側主導で実施されている各種研修の把

握と質の向上に向けた協力が期待されている。このように成果5については重要な課題が残
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されており、これまでのところ部分的な達成となっている。 

プロジェクト目標の達成に向けては、指標を詳細に解釈していくと、最終モデル案をど

のような形（及び機会）で発信していくのかということの検討と、その際に提示するモデ

ルを他のタンボンレベルで適用していく際の実施手順も含んだ包括的な文書の作成が求め

られている8。さらに、上位目標の達成に向けては、指標のための基準（“活用”の判定基準）

の設定が求められている。また、15％のタンボンに普及させていくための具体的な戦略も

現段階では決定されておらず、プロジェクト終了までに、その方法を検討し、実施してい

く必要がある。 

以上、PDMにおける指標の達成以外に、今後解決すべき課題が明らかになってきた。こ

れらの課題は、本中間レビュー調査の提言としても合意された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 各成果の達成状況と今後の課題 

 

４－１－３ 効率性 

効率性とは、投入された資源量に見合った成果が実現しているか、プロジェクトが効率的に

運営されているかを検討する評価項目である。本プロジェクトの効率性は高いと総括できる。

その根拠を以下に示す。 

                                                        
8 今回実施したアンケート調査（N＝40）でも、回答者の68％近くがモデルの維持、拡大が可能と回答しているが、その際、25％

はなんらかの指針あるいは政策化が必要と指摘している。 

 

成果１ 成果２ 成果３ 成果４ 成果５

対象地域において高
齢者に対する保健
医療・福祉サービス
に関係する機関が
計画策定に参加す
る枠組みが構築され
る

対象地域における高
齢者向け保健医療・
福祉サービスの状況
が分析される

モデル案が策定さ
れ、試行される

最終的なモデルが策
定される

高齢者向け保健医
療・福祉サービスに
従事する人材の能
力が強化される

当初想定された成果
は達成されている

当初想定された成果
は達成されている

2009年12月に達成さ
れる見込み

プロジェクト終了まで
に達成される見込み

現時点では、部分的
な達成

今後の課題
実質的で実効的な
枠組みの把握とその
共有体制

継続的な向上のた
めの「エビデンス
ベースのマネージメ
ントメカニズムの形
成」

モデル案決定後、そ
の試行と精査

モデル案の試行と精
査によって、最終モ
デルの完成

最終版人材育成ガイ
ドラインの完成。タイ
側開催の研修の実
施促進と質の向上

プロジェクト目標達成に向けた課題：
　・どのような形で発信していくか
　・“モデルの提案”のための包括的な文書化

上位目標達成に向けた課題：
　・指標測定のための基準（“活用”の判定方法）
　・15％のタンボンに普及していくための具体的戦略の検討
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（1）投入の妥当性 

本プロジェクトはタイ側の強いオーナーシップによって、人、施設、機材、活動費など

ほぼすべての面においてタイ側の投入によって実施されている。特に、初年度（2007）に

おいは、MOPH、MSDHS、更には地方レベルの協力体制が混沌としているなかで、タイ側

の強いオーナーシップと全面的な資金と人材の投入によって、高齢者調査を実施できたこ

とは、タイ側の投入の量・質の高さを示す好例である。 

しかし財源については、中間レビュー調査で実施したアンケート調査結果から、2つの問

題点が浮かび上がった。現在、試行モデル案の実施にかかる費用はすべてタイ側が支出し

ているが、その主な財源は、MOPH、MSDHS、基礎自治体からの財源であり、タンボンレ

ベルの財源の絶対的不足、特に基礎自治体からの財源不足が指摘された。2点目は、財源は

各種あるものの、省庁・地方行政・地方自治体間での調整不足や、縦割り行政からくる施

策及び財源の重層化・重複化により非効率であったり、中央と地方自治体間での財政運用

に関する複雑な手続きのために執行が遅れたりするなどの問題である。前者については、

現在「地方分権推進法」によって、基礎自治体への財源移譲が進められていることから、

今後改善が期待される。また基礎自治体の活動に必要な予算が確保できない背景には基礎

自治体におけるローリングプランの策定と予算執行に関する行政能力の未成熟さもあるが、

この点は本プロジェクトで支援していくことも可能であろう。後者については、地方分権

化の過渡期にあり地方自治制度そのものの未熟さによるもので問題は根深い。したがって、

この解決についてCTOPでできることはそれほど多くはないが、プロジェクトの「中央と地

方の連携のメカニズム」を生かして、予算編成の事前調整を行う、予算拠出元に働きかけ

るなどの取り組みが可能かと思われる。 

他方、日本側の投入は、長期専門家（チーフアドバイザーと業務調整員の2名体制）、短

期専門家（延べ6名）、2回の本邦研修（計33名）、事務所用機材、在外事業強化費（約1,950

万円、表－６参照）となっており、特に長期専門家の投入は最小限となっている。一方、

プロジェクトが対象とするのは、2省7局、4対象地域、中央から地域まで垂直的にカバーし

直接裨益者約300名、4対象地域の間接裨益者約4,284名（表－５参照）と、多岐かつ広範囲

にわたる。これは、本プロジェクトが従来の日本人専門家がマンツーマンでC/Pに技術移転

をする技術協力プロジェクトとは異なり、タイ側のフレームワークに対してアプローチす

る方式のプロジェクトであることによる特徴で、このような協力形態はタイのような中進

国入りをめざす段階にある国に対しては有効なアプローチであり、効率性を高めることに

大きく寄与している。 

更に特筆すべき点として、長期専門家チームの努力によって、短期専門家の投入が適切

な専門性と適切なタイミングで実施されている点がある。短い滞在期間ながら、集中した

現地活動、タイ側の目線に立った指導活動を行っており、タイ側の満足度も高い。この点

も本プロジェクトの効率性を押し上げている。ただし、日本側による短期専門家派遣時期

の調整がぎりぎりになってしまうことがあり、対象地域の訪問日程決定が直前になってし

まうという問題が現場からは指摘された。 

 

（2）他機関との連携 

中間レビューチームが把握した範囲でも、現場において各種関係機関との連携事例があ
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った。例えば、チェンライではチェラロンコン大学の支援を受け、「高血圧プロジェクト」

の満足度調査を実施している。また、コンケンにおいては、「Eye-on-Eyeプロジェクト」に

おいて精密医療機器メーカーが検査機器を提供するなどの連携がみられる。 

このように、現地のリソースを生かし、公的機関以外との連携もみられることなどは、

効率性の高さを押し上げているといえる。 

 

４－１－４ インパクト（参考） 

インパクトとは、プロジェクト実施によって間接的・直接的波及効果があったかどうかを検

討する評価項目である。予期された正負のインパクトと、予期されなかった正負のインパクト

がある。上位目標は予期された正のインパクトの１つである。 

 

（1）上位目標の達成の見込み 

上位目標については、３－５の「上位目標の達成の見込み」で詳述したように、「試行モ

デル案」が各対象地域で形成されつつあり、また「発信」活動も行われつつあることから、

上位目標が達成される見込みは高い。しかしながら、今後、上位目標の指標の検証のため

の基準（「モデルを活用した」ことを判定する基準）について明確にすること、またそのデ

ータの収集の必要性が指摘された。 

 

（2）予期されなかった正のインパクト 

プロジェクトは、中央―地方―コミュニティが一丸となって、タンボン（行政区）にお

ける高齢者サービス体制構築をめざして始められた。その活動を展開するなかで、縦割り

の官僚制度のなかに他省庁、他部局と協力する土壌ができつつある。またチェンライにお

いては、これまでまったく現場に訪れることがなかった県福祉事務所長がプロジェクトの

活動をきっかけに現場を訪れ、現場とのつながりの重要性を実感した事例も聞かれた。関

係者のなかには、この有用性を実感している者が少なからず存在し、プロジェクト関連業

務だけでなく他の業務にも取り入れていきたいとの声も聞かれた。これらの現象はまだ個

人レベルでの変化にとどまっていると思われるが、プロジェクトの活動を通じて中央・地

方における縦割り体質に少なからず風穴をあける効果があるとみられる。これは予期され

なかった正のインパクトといえる。 

その他、基礎自治体の行政能力向上にインパクトの芽がみられた。成果５のもとで、テ

ーサバーンやTAO（以下、基礎自治体）の行政官及びサービス提供者の能力強化も、その

ターゲットの1つとなっている。２－２のプロジェクトの背景で概観したように、基礎自治

体への権限移譲は始まったばかりで、まだまだその体力は脆弱である。また、基礎自治体

における高齢者保健福祉施策への取り組みも明確に道筋が示されていない。そのような状

況下で、本プロジェクトの複数の対象地域において、「エビデンス・ベース」の問題発見手

法や、「ニーズに基づくマネジメントサイクル」の手法を開発し、実践しようとしている。

また、「3カ年計画総合計画」（ローリングプラン）に、独自に高齢者保健福祉施策を取り込

む動きもみられた。このような動きは、脆弱と指摘される基礎自治体において「自分自身

で持続的に自己開発し続ける能力（＝Self-enhancement ability）」が生まれていることを表し

ており、他の基礎自治体に対してもよい刺激となるであろう。このことは予期された以上
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の変化であり、正のインパクトと判断される。 

 

（3）負のインパクト 

負のインパクトは、特に確認されなかった。 

 

４－１－５ 持続性（見込み） 

持続性とは、プロジェクトの成果が維持されるかどうかを検討する評価項目である。本プロ

ジェクトの持続性は、組織面や財政面にやや不安があるものの、中央の2省及びその他ステーク

ホルダー間での調整機能及び地域のエンパワメントを行うメカニズムが確立されれば、総じて

高いと予想される。 

（1）政策面 

「高齢化に係る第2次国家計画」や「高齢者法」に定められているように、高齢化対策は

タイにおける喫緊の政策課題であり、これはすべての政策決定層の共通の認識となってい

る。したがって、本プロジェクトのめざす取り組みは、プロジェクト終了後においても政

策的に維持、発展されることは間違いがなく、政策的側面からの持続性は非常に高い。 

 

（2）組織面 

中間レビュー調査時点までは、タイ側と日本側の中央における強いリーダーシップによ

って調整、牽引されてきたといえる9。また、多様な機関・ステークホルダーが参画する組

織体制は、リーダーシップのみならず後述（5）のような地域全体のエンパワメントによっ

て支えられるものと考えられる。プロジェクト終了後にも、リーダーシップと地域全体の

エンパワメントに支えられた｢統合｣をもたらす組織体制が強固に維持されれば、持続性は

更に高まると予想される。 

 

（3）財政的側面 

プロジェクト実施中の現時点においても、試行モデル案の形成、実施にかかる費用はす

べてタイ側が支出している。その主な財源は、MOPH、MSDHS、TAOやテーサバーンなど

基礎自治体の財源である。タンボンレベルでの予算確保については不安が残るものの、時

間をかければ自治体の行政能力が強化され、予算配分及び効率的な運用が促進される可能

性は高い。また、地域のステークホルダーのなかには、公的セクター以外（民間企業、NGO

など）からの資金・資機材の提供を受けようとする試みも行われている。このように、中

央政府としての高齢者対策を進める方向性と地方自治体の行政力強化を後ろ支えとして、

財政的持続性は高いと予想される。 

 

（4）技術的側面 

人材開発の重要なターゲットの1つは、地域における技術スタッフ（地方行政官、サービ

ス提供者など）である。総じて、日本人長期・短期専門家からの技術移転、本邦研修にお

                                                        
9 2009年9月をもって、CTOPのプロジェクト形成からかかわり、その理論的・実践的支柱となってきたプロジェクトマネジャー

（保健省健康局長）が退官する。同マネジャーが去ったあと、牽引力をもった組織体制の構築が当面の課題である。 
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ける研修は、これらの技術スタッフの知識や能力向上に寄与している。特に、2年次の本邦

研修「プロフェッショナル・ケア研修」を受講した技術スタッフが「コミュニティ・ケア

研修」を企画し、日本で学んだことを伝える機会をもったりするなど、本邦研修が弾みと

なって、研修の機会が拡大している。このような動きをみると、地域における技術面での

人材は着実に育っており、かつ今後、彼らが主体となって継続的に人材育成が進められる

可能性も高い。これらより、技術的側面での持続性も高いと考えられる。 

 

（5）コミュニティの側面 

前述（2）（3）のとおり、本プロジェクトがめざしているモデルには、多くのステークホ

ルダーが参画している点、財政的にも中央の予算のみならず基礎自治体の財源確保が必要

である点が特徴として挙げられる。したがって、地域における高齢者を地域で支える仕組

みづくりのための、地域住民のエンパワメントと参加促進の重要性が認識された。地域住

民が適切なサポートを高齢者に提供できるようになるためには、既にいくつかの対象地域

において確認されているとおり、人材育成、財政面、メカニズムの面において地域全体が

エンパワーされることが重要である。中間レビュー時のアンケート結果やサイト視察でも、

地域リーダーの問題意識の高さ、地域住民の高齢者支援に対する住民参加の重要性への目

覚め、ボランティア団体の活動の活発化・そのサービスの質の向上などが確認されている。

プロジェクトとしては、今後更にこの視点を強調し、すべてのステークホルダーと共有し、

地域のエンパワメントを推進していくことが求められる。 

 

４－２ 促進要因・阻害要因 

ここでは、プロジェクトの効果の発現を促進した要因と阻害した要因について、検討する。 

 

４－２－１ 促進要因 

もっとも重要な促進要因として、タイ側の高いオーナーシップが挙げられる。これは、中央

政府、MOPH、MSDHS、地方自治体、地域住民の各層において認められる。特に、中央政府、

MOPH、MSDHSにおいては、財源の確保にも現れているようにオーナーシップは非常に高い。 

次に挙げられるのが週例会議である。同会議の定期的開催によって、ややもすれば動きが鈍

くなりがちな「重厚長大」な本プロジェクトの実施部隊の調整と意思決定を促し、ほぼ計画ど

おりの進捗を達成することに貢献したといえる。 

3点目に、対象地域において地域の保健･福祉・行政機関及び本省のコーディネーター間に実

践的な運営体制が構築され、有機的に機能している点が挙げられる。 

4点目は、本邦研修である。本邦研修によって日本の高齢社会対策を目の当たりにした経験、

チームワークの重要性を理解した点などが、「試行モデル案」の開発を推進している。さらに、

本邦研修や日本人専門家を通じて学んだことは単なる知識にとどまらず、日本人の働きぶりを

目の当たりにすることによって、仕事に対する態度が変わり、モチベーションを高めることに

つながっているということがタイ側より指摘された。これらも、プロジェクトの成果の達成を

けん引する要因となっている。 
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４－２－２ 阻害要因 

本プロジェクトの広範で複雑な実施体制（中央の2省・７局にまたがり、中央－地方政府－地

域住民まで多種多様なステークホルダーが参画）を動かしていくことは、プロジェクトの重要

な活動の１つではあるが、プロジェクトに大きな労力を課すことともなっている。また、省庁

間の役割分担が不明瞭なため、調整がより困難になっている側面もある。特にプロジェクト初

期においては、関係部局間でのコンセンサスづくりが困難を極めたり、地方との調整に時間が

かかったりした。このように、多くのステークホルダーが関わる実施体制は予想以上に大変で、

プロジェクトの初期において進捗を遅らせる要因となった。しかし、前述したように週例会議

の設置はこの阻害要因の軽減に寄与している。 

また、現場における財源不足、人材不足も「試行モデル案」を実施・拡大するうえで阻害要

因となっている。持続性の（3）財政的側面で若干触れたが、試行モデル案を実施するために必

要な財源の不足、特に基礎自治体における財源不足が問題となっている。また、アンケート調

査では、回答者の4分の1が、試行モデル案を実施・拡大するための地域における量的・質的人

材不足を指摘している。財源・人材不足は、最終的には持続性に係る要件でもあることから、

今後、その対応をプロジェクト活動のなかに組み込んでいく必要がある。 

プロジェクト運営上の問題として、現地視察時のインタビューやアンケートの結果より、中

央からの指示・依頼（特に会議の召集や日本人専門家の現地訪問時に関するスケジュールの決

定）がしばしば直前になるまで伝達されず、現場の日程調整や受け入れ準備に大きな負荷とな

っている点が指摘された。これまでは、現場の努力によってなんとか調整してきたが、プロジ

ェクトの円滑な運営のためにも、また現場に必要以上の負担をかけないためにも、可能な限り

計画の早期策定と早期伝達が求められる。 

 

４－３ 結論 

現時点までの活動と成果の実績から、本プロジェクトは、おおむね当初の計画どおりに進捗し

ているといえる。今後、本中間レビュー調査で指摘された課題をきちんと検討し、プロジェクト

終了時までに解決していくことができれば、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。また、

プロジェクト終了時点で、評価5項目の観点からも高い評価が得られることが予想される。 
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第５章 提言及び教訓 
 

５－１ 提言 

（1）モデルについて 

・より満足度の高いサービスの創出のために「統合モデル」の基本理念のなかに「利用者本

位アプローチ」及び「住民参加アプローチ」が包含されるべきである。 

・「統合モデル」の開発プロセスを関係者が共有しそのモデルを他地域へ普及させていくため

に、各対象地域において、簡易かつ柔軟な、現場主体のモニタリングメカニズムを開発す

るべきである。 

 

（2）実施体制について 

・プロジェクトのゴールを確実に達成するために、タイ側の2省間（MOPH及びMSDHS）・関

係部局内でのしっかりとした調整メカニズムの構築と、地方行政・基礎自治体及び地域住

民のエンパワメントが更に必要である。 

・プロジェクトチームは中央から現場まですべてのプレーヤーに対して、中期的活動計画を

可能な限り早期かつ詳細に周知させる必要がある。 

 

（3）人材育成 

・地方行政・基礎自治体、サービス提供者、地域住民のキャパシティ強化を更に進めるべき

である。そのために、現在『CTOPプロジェクト：ローカルオーナーシップ強化のために』

としてまとめられている人材開発指針を、更に具体化し、最終版『人材育成ガイドライン』

として完成させる必要がある。 

・他地域での経験をお互いに学び合い、「プレーヤー（活動主体）」がモチベーションを高め

るために、各対象地域間の「相互スタディツアー」の実施が効果的である。 

・PDMの指標5-1を実証するために、プロジェクトとしては、タイ側で独自に提供されている

研修についても、そのカリキュラムやモニタリングメカニズム（受講者の理解度や満足度

の把握などを含む）を把握し、発展させていくべきである。 

 

（4）モデル普及に向けて 

・プロジェクトが終了してからではなく実施中から、モデルの優れた経験を全国的に紹介し

ていく必要がある。そのためには、MOPH及びMSDHSで実施している各種研修の機会、TV・

インターネットなどの各種メディア、などさまざまな機会や方法の活用を促進していくこ

とが求められる。 

・モデルの全国普及をめざすPDMの上位目標の達成を図るために、実証可能な判定基準を確

立するべきである。そして終了時評価時までに、その基準に基づくデータを収集すること

が求められる。 

 

５－２ 教訓 

本中間レビュー調査結果より、以下の一般的教訓が導き出された。 

・地域における最終受益者のための「利用者本位のサービス」を開発するためには、「根拠に基
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づくサイクル型手法（問題分析―計画―モニタリング―改善）」を取り入れた住民参加型の活動

を行うべきである。そのようなメカニズムを推進していくために、中央政府から現場レベルに

おけるすべてのステークホルダー間、並びにすべての関連するセクター間が連携していかなけ

ればならない。 
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第６章 団員所感 
 

今般、高齢者福祉分野の有識者として中間レビュー調査団に参団された江口隆裕筑波大学ビジ

ネス科学研究科教授の所感を以下に紹介する。 

    

今回の「タイ国コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成

プロジェクト」（CTOPプロジェクト）中間レビュー調査に参加した所感は、以下のとおりである。 

まず、全体の日程が短く、かなり窮屈なレビューとなってしまった。 

このプロジェクトでは、タイの北部、東北部、中部、南部からそれぞれ１地域ずつ、計４つの

パイロット地域を選んで事業を行っているが、今回のレビュー期間は、土日を除けば実質6日間し

かなかったため（実際には、土日も作業を行ったが）、我々評価チームは、北部のチェンライ県ク

ンタン地区しか訪問することができなかった。せめて、もう１地域を視察できるような日程的余

裕が欲しかったように思う。 

しかし、それにもかかわらずというべきか、それゆえにというべきか、予想以上の成果をみる

ことができた。 

チェンライ県クンタン地区で行っているのはマップ付きデータベース事業であり、地区の60歳

以上の高齢者1万3,000人を対象としたデータベースを作成し、これを支援の必要度に応じて４段階

に区分し、支援が必要な重度の人に対しては、地域のボランティアが支援するシステムを構築し

ようとしていた。 

地区の医療センターの会議室で、パワー・ポインターを使って事業の進捗状況の説明を受けた。

地区内のある地域の地図をクリックすると、その地域に住んでいる高齢者の氏名と写真が出てく

る。そこを更にクリックすると、その身体状態や生活状況などが一目でわかるように工夫された

データが表示される。これを使えば、その地区内の高齢者の状況が一目で把握でき、どのような

支援を必要としているかがすぐに分かるのである。しかも、このデータを基に、支援の必要度に

応じて、近隣のボランティアが支援を行うというシステムはすでに一部動きだしていた。 

このほか、高齢者の健康診断を行い、高血圧と診断された者に対してはボランティアが中心とな

って行う高血圧の予防活動が実施されていた。今後は、お寺の空きスペースを利用して多目的セ

ンターを建設し、そこでボランティアの研修や高齢者の通所介護などを行うことを計画中だとい

う。 

これらの事業で特筆すべき点は、まず、事業決定前に地域の高齢者に対してアンケートを行い、

そのニーズを踏まえて事業内容を決めたという点にある。福祉の基本である、利用者を基本とし

たボトムアップ・アプローチが実践されているのである。このため、全国４つのパイロット地域

で行われている事業は、それぞれに異なった内容となっている。 

さらに、事業の実施に際しては、その地域の保健・福祉サービス資源で対応可能なシステムを

構築しようとしている点も、評価に値する。もちろん、社会資源の整備が十分ではないため、日

本の介護保険のようなサービスは期待できないが、その代わり、地域のボランティアを最大限活

用しつつ、在宅介護を支援する体制を構築しようとしている。これは、事業の持続可能性という

点で欠かせない視点である。 

このような予想以上の成果が生み出された理由としては、以下のことが考えられる。 

第一に、縦割り行政の排除によるサービスの統合である。タイでは、局あって省なしといわれ
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るほど縦割り行政の壁が厚いとのことであった。例えば、同じ省内でも他の局に資料を渡すため

には、局長まで了解を取らなければならないほどである。今回のプロジェクトは、MOPHとMSDHS

の2省、7局にまたがっているため、省間、局間の壁をいかに取り除くかがポイントであった。こ

のため、チーフ・アドバイザーの堀江裕氏が中心となって、関係部長などが参加する会議を毎週

開き、関係者間の縦割り意識を排除するように努めたとのことであり、このような日常的な努力

の積み重ねによって、縦割り行政の排除という考え方が現場にまで浸透し、行政横断的な取り組

みが実を結びつつあるように感じた。 

第二に、タイ側が日本の経験をうまく利用していることがある。そもそもこのプロジェクトは、

高齢先進国日本の経験に学びたいとするタイ政府の要望を受けてスタートした。また、プロジェ

クトでは、政府や地方自治体の職員だけでなく、地域の現場で活動している人々も日本に派遣し、

研修を行っている。その際、日本の介護保険や保健福祉サービスの学習だけでなく、地方自治体

を訪問し、現場での具体的な取り組みを見学することにより、実践的な取り組みを実感できるよ

うにしている。こういった、日本の先進的経験を活用しようとするタイ側の姿勢がプロジェクト

成功の一因であるように思われる。同時に、タイでも、政府全体として地方分権を進めており、

このような政策の方向性とプロジェクトのコンセプトが合致したことも要因の1つに挙げられよ

う。 

第三に、タイの人々の能力の高さである。このプロジェクトでは、省を超えたサービスの統合、

高齢者のニーズと地域特性を踏まえた事業内容の決定を方針として示し、後はそれぞれのパイロ

ット地域で決めることを基本方針としたとのことであった。その結果は、前述のとおりである。

クンタン地区の会議で、多目的センターのアイデアは日本での研修がヒントになったという関係

者の発言があったが、ことからも分かるように、日本の経験をそのまま活用するのではなく、タ

イ流にアレンジして事業展開を図っているところに、タイの人々の能力の高さがうかがえる。 

さらに、タイ政府関係者の人格と見識の高さを挙げることができる。特に、タイ側のプロジェ

クト・マネジャーであったナロンサック氏は、その温厚な人柄と指導力によって、このプロジェ

クトをけん引してきたことが容易に想像できる人物であり、堀江氏とともに、彼の力が大きく寄

与したと思われる。ナロンサック氏が近々退職するとのことであり、その後任者が誰になるかが1

つの鍵となろう。 

もちろん、課題も多い。チェンライ県の例でいえば、ボランティアを中心とした支援で重度の

要介護者を在宅で本当に支えられるのか、ボランティアの質の向上が必要ではないか、高齢者の

プライバシーにもっと配慮すべきではないかなどが挙げられる。また、プロジェクト全体として

も、このプロジェクトが終了した後も、持続的な行政的・財政的支援は可能なのか、それとの関

連で、タイの地方分権施策との関係について、本プロジェクトの位置づけをより明確にすべきで

はないかといったことが挙げられる。 

しかし、高齢化率が現在のタイと同じ7％だった日本の1970年代には、高齢者のための保健サー

ビスは存在せず、措置制度の下で施設中心の上からの福祉を行っていたことを考えれば、チェン

ライ県の取り組みの方がはるかに進んでいるといえよう。だが、日本は高度経済成長を達成し、

1973年の福祉元年には、懸案となっていた社会保障の給付改善も実現した。他方、現在のタイで

は、年金制度は公務員や一部の被用者にのみ存在し、多くの高齢者は月500バーツ（約1,500円）の

手当を受給するだけのようである。また、医療については、公費による地域医療体制が構築され

つつあるものの、医療機関の整備は必ずしも十分ではないように見受けられる。さらに、今後、
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経済面で、かつての日本のような高度成長が見込めるかどうも明らかではない。 

それにもかかわらず、タイでは今後急速に高齢化が進み、2023年には高齢社会の目安とされる

14％を超えると見込まれている。しかも、高齢化率が7％から14％に達するまでの期間は22年と日

本の24年より短く、高齢化のスピードはわが国よりも早い。このようなタイの厳しい社会・経済

環境の下で、高齢者が安心して老いることができるようにするために、今回のプロジェクトの果

たす役割には大きなものがあることを関係者は改めて認識する必要があろう。 
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